
専門職大学院に関するデータ集

参考資料２
中央教育審議会大学分科会大学院部会

専門職大学院ワーキンググループ
（第４回）H29.8.29

（「専門職大学院を中核とした高度専門職業人養成機能の充実・強化方策について」（平成28年8月10日）
の参考資料における時点の更新及び新規に追加）

※時点の更新及び新規に追加したスライドはタイトルの背景を橙色にしている



１．制度創設の経緯

1



平成11年 高度専門職業人の養成に特化した大学院の修士課程（専門大学院）を制度化

1-1 専門大学院制度の創設の経緯

（2）大学院の教育研究の高度化・多様化
3）高度専門職業人養成に特化した実践的教育を行う大学院の設置促進
● 国際的にも社会の各分野においても指導的な役割を担う高度専門職業人の養成に対する期待に

こたえ、大学院修士課程は、その目的に即した教育研究体制、教育内容・方法等の整備を
図り、その機能を一層強化していくことが急務となっている。

● そのため、これまでの高度専門職業人の養成の充実と併せて、これを更に進め、特定の職業
等に従事するのに必要な高度の専門的知識・能力の育成に特化した実践的な教育を行う
大学院修士課程の設置を促進することとし、制度面での所要の整備を行い教育研究水準の
向上を図っていく必要がある。

高度専門職業人の養成に特化した大学院修士課程は、カリキュラム、教員の資格及び教員組織、
修了要件などについて、大学院設置基準等の上でもこれまでの修士課程とは区別して扱い、経営
管理、法律実務、ファイナンス、国際開発・協力、公共政策、公衆衛生などの分野においてその
設置が期待される。
この場合の学位については、国際的な通用性も考慮し、修士とすることが適当である。なお、

修士（「専攻分野」）と表記する際の専攻分野の名称について各大学において工夫する必要がある。

「21世紀の大学像と今後の改革方針について」（答申）（平成10年10月26日）
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1-2 専門職大学院制度の創設の経緯

「大学院における高度専門職業人養成について」（答申）（平成14年８月５日）

今後，国際的，社会的にも活躍する高度専門職業人の養成を質量共に飛躍的に充実させ、大学が社会の期待に応じる人
材育成機能を果たしていくため、現行の専門大学院制度を更に発展させ、様々な職業分野の特性に応じた柔軟で実践的
な教育を可能にする新たな大学院制度を創設する必要

科学技術の高度化，社会・経済・文化のグローバル化などにより，社会が多様に発展し，国際的競争も激しくなる中で，
これまでの知識・技術や発想，思考の枠組みだけでは認識できない問題や解決不可能な問題が多く生じてきている。

21世紀は「知」の時代とも言われるが，複雑化・高度化したこれらの問題の解決のためには，今まで以上に多様な経
験や国際的視野を持ち，高度で専門的な職業能力を有する人材が多く必要とされるようになってきている。それらの人材
は，社会経済の各分野において指導的役割を果たすとともに，国際的にも活躍できるような高度な専門能力を有すること
が期待され，そのような高度専門職業人の養成が，今強く求められるようになっている。

⇒高度専門職業人養成を質量共に充実させることに対する社会的要請が様々な分野において急速に高まっており，
各分野の特性に応じた柔軟で実践的な教育をより一層充実させる観点から，現在の専門大学院制度を，その位置
付けの明確化を含め，更に改善，発展させることが求められるところとなっている。

専門大学院制度は、従来の大学院（修士課程）の枠内で制度設計
○従来の大学院修士課程における研究指導、修士論文との関係から、修了要件として特定の課題についての研究

の成果の審査に合格することを制度上課し、これについて個別の課題についての研究の実施に対する指導を行う
こととしていること

○この指導のために相当数の研究指導担当教員の配置を求めていること 等

このような制度の枠組みが、さらに、様々な分野でその求められる能力に適した高度な専門職業人を養成するための実
践的な教育を展開していく上で制約となることが指摘

平成15年３月 専門職大学院設置基準の制定 3



（１）標準修業年限
・２年（法科大学院は３年）

（２）修了要件
・30単位以上 ※法科大学院は93単位以上、教職大学院は45単位以上が基本
・一般の修士課程と異なり、論文作成を必須としない

（３）教員組織
・必要専任教員中の３割以上は実務家教員 ※法科大学院は２割以上、教職大学院は４割以上

（４）教育内容
・理論と実務の架橋を強く意識した教育を実施
・事例研究や現地調査を中心に、双方向・多方向に行われる討論や質疑応答等が授業の基本

（５）学 位
・○○修士（専門職） （例）経営管理修士（専門職）、会計修士（専門職） 等

（６）認証評価

・教育課程や教員組織等の教育研究活動の状況について、文部科学大臣より認証を受けた認証評価団体の評価を５年以内ごとに受審する

ことを義務づけ、教育の質保証を図る仕組みを担保。

専門職大学院は、科学技術の進展や社会・経済のグローバル化に伴う、社会的・国際的に活躍できる高度専門職業人養成へのニーズの高
まりに対応するため、高度専門職業人の養成に目的を特化した課程として、平成15年度に創設

制度の概要

学校教育法上の目的
（大学院及び専門職大学院の目的）
第九十九条
２ 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うこ
とを目的とするものは、専門職大学院とする。

①フィールドワーク
設定したテーマに関わる代表的な実践事例について、実地調査を行う。

②ワークショップ
設定したテーマに即した事例を学生がそれぞれに持ち寄る。教員は、それら事例の発表を土台として、それらの背景等についての分析・考察を導く。

③シミュレーション
授業テーマ等に関わる条件を設定し、その条件下において想定できるモデルプランを示し、その企画立案・効果等についての検証を行う。

④ロールプレイング
ある条件を設定し、その条件下で学生に役割（例えば批判する側と推進する側等）を割り当てて事例の検討を行う。

1-3 専門職大学院制度の概要
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1-4 修士課程との制度比較

修士課程
専門職学位課程

専門職大学院 法科大学院 教職大学院

目 的
研究者の養成

高度専門職業人の養成
高度専門職業人の養成

標 準 修 業 年 限 ２年 ２年 ３年 ２年

修 了 要 件
30単位以上

修士論文作成（研究指導）
30単位以上 93単位以上 45単位以上

（うち10単位以上は学校等での実習）

専 任
教 員

必置教員 －
修士課程を担当する研究指導教員数の1.5倍の数

＋研究指導補助教員数

兼務
学士課程及び一個の専攻に限り、博士
課程（一貫制又は後期）との兼務可能

一個の専攻に限り、
博士課程（一貫制又は後期）との兼務可能

学士課程・修士課程・博士課程
（前期）の必置教員数
の3分の1まで兼務可能
（平成30年度まで）

一個の専攻に限り、
博士課程（一貫制又は後期）

との兼務可能

実 務 家 教 員 － ３割以上 ２割以上 ４割以上

授 業 方 法 －

・事例研究
・現地調査
・双方向・多方向に行わ
れる討論・質疑応答

①同左
②少人数教育が基本
（法律基本科目は50人が標準）

①同左
②学校実習・共通科目：必修

学 位 修士（○○） ○○修士（専門職） 法務博士（専門職） 教職修士（専門職）

認 証 評 価 －
教育課程や教員組織等の教育研究活動の状況について、文部科学大臣より認証を受
けた認証評価団体の評価を５年毎に受審することを義務付け、教育の質保証を図る
仕組みを担保 5



２．我が国を取り巻く状況
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（資料）1920年～2010年：「人口推計」（総務省）、2015年～2060年：「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）

※推計値は出生中位（死亡中位）推計による。実績値の1950年～1970年には沖縄県を含まない。
1945年については、1～15歳を年少人口、16～65歳を生産年齢人口、66歳以上を老年人口としている。
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国立社会保障・人口問題研究所の予測では、少子高齢化の進行により、2030年には年少人口が1,204万人、
生産年齢人口が6,773万人まで減少。我が国の総人口の３割が65歳以上となる。

（千人）

1,204万人
10.3％

6,773万人
58.1％

3,685万人
31.6％

2-1 人口の推移と将来人口
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２０１１年
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２０３０年

OECDの予測では、2030年には日本の生産年齢人口が57.3％にまで減少し、OECD加盟国中最下位になる。

（資料）「Looking to 2060：Long-term global growth prospects」（OECD）

2-2 総人口に占める生産年齢人口の割合の国際比較
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世界のGDPに占める日本の割合は低下傾向。一方、中国の伸びが著しい。

（％）

（資料）「GDPの国際比較」（内閣府）

2-3 世界のGDPに占める日本の割合
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2－4 企業内における高度人材の過不足状況

【調査概要】
調査方法：郵送配布・郵送回収方式
調査時期：2012年2月
調査対象：商用データベースから無作為抽出した、従業員（正社員）規模が5人以上の全国1万社
有効回収数：1,516社（有効回収率15.2%）

出典：みずほ情報総研「『高度人材に対するニーズ』に関する企業アンケート調査」

※高度人材：企業において、「大卒または大卒相当のパフォーマンスをあげている」者と定義
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2011

※D.I.とは、「不足」－「過剰」である。
日本標準職業分類の統計基準設定(2009年12月)にともない、2011年２月調査から職種の見直しを行ったため、2011年２月調査より
｢輸送・機械運転」を新設し、｢運輸・通信」は廃止した。また、「事務」、「技能工」、「単純工」については、内容の変更をおこなったため、
旧分類とは接続しない。

（資料）「労働経済動向調査」（厚生労働省）

企業の雇用の過不足感は、リーマンショック後の2009年以降、雇用の過剰感の解消が進み、人員の不足感が
拡大する傾向にある。

（
不
足
）

（
過
剰
）

2005-2010 2011-2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010

（％）

2012 2013 2014 2015 2016

2－5 職業別労働者の過不足状況判断（D.I）の推移
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（出典） 通商白書2013年版

（アメリカ＝100として比較/2009年）

2－6 労働生産性の国際比較

労働生産性水準の対米比（米国＝100）を見ると、我が国は2009年で米国の57.2%（製造業で69.9%、
非製造業では53.9%）の水準と、欧州各国よりも低い水準となっている。
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資料：EU KELMS より作成 出典：「通商白書2013」経済産業省

我が国の労働生産性は、特にサービス産業において、米国より低い数値となっ
ており、成長戦略の実現のためには、これらの分野の生産性向上に向けた経営
人材の育成強化が課題。

2－7 我が国の産業別労働生産性水準（対米国比）
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2-8 我が国の労働生産性について①

米国を100％とした場合、日
本の労働生産性は62.5％

出典：日本の生産性の動向2015年版（公益財団法人日本生産性本部）

（米国と比較した主要国の労働生産性（米国＝100））

・日本の労働生産性は米国と比較して約6割と極端に低く、OECD加盟諸国３４ヵ国中２１位で平均値を下回っていることから、今後、経
済成長を実現するには国民一人一人の労働生産性を向上させることが必要不可欠となっている。
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8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4
7.2 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.7

6.5
6.3 6.2

（単位：百万円／人）

2-8 我が国の労働生産性について②

・特に地方においては我が国のGDPのうち、約４割が地方の非製造業が占めているものの、都市部と比べて労働生産性が低い状況となっ
ており、地方における経済成長が我が国の喫緊の課題であると言える。

（我が国の経済構造（産業別）） （都市と地方の労働生産性比較（サービス業））

出典：みずほ銀行産業調査部作成資料
出典：みずほ銀行産業調査部作成資料（労働生産性＝付加価値額÷従業員数）

（都道府県別の労働生産性（平成26年度）

出典：県民経済計算15



韓国
台湾

香港

中国

ASEAN

大洋州

中南米

中東欧・

ロシア等
中東アフリカ

北米

西欧

韓国

台湾

香港

中国

ASEAN

大洋州
中南米

中東欧・

ロシア等

中東

アフリカ

北米

西欧

1994 2014
40.5兆円 73.1兆円

28.1兆円 85.9兆円
韓国 台湾

香港

中国

ASEAN

大洋州

中南米

中東欧・ロ

シア等

中東
アフリカ

北米

西欧

韓国 台湾

香港

中国

ASEAN

大洋州中南米

中東欧・

ロシア等

中東

アフリカ

北米

西欧

輸出

輸入

欧米

49%

アジア

39% 欧米

31%

アジア

54%

欧米

43% アジア

34%

欧米

20%
アジア

44%

日本の輸出入先が、欧米諸国が主体だった１０年前と比べて多様化。

出典：
財務省貿易統計
をもとに文科省作
成

2-9 貿易相手の多様化
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2－10 経営幹部層におけるグローバルに活躍できる人材の不足

グローバル経営を進める上での課題については、「本社におけるグローバル人材育成が海外事業展開のスピードに
追いついていない」との回答が最も多く（194社、63％）、次いで、「経営幹部層におけるグローバルに活躍できる人材不

足」「海外拠点の幹部層の確保・定着」などが多く挙げられ、グローバルに活躍できる人材不足が大きな経営課題として
認識されている。

121

85

89

79

59

56

57

11

11

8

73

85

55

27

40

29

21

14

4

3

0 50 100 150 200

本社でのグローバル人材育成が海外事業展開のスピードに追いついてない

経営幹部層におけるグローバルに活躍できる人材不足

海外拠点の幹部層の確保・定着

世界中の拠点から人材の選抜・配置・異動によるグローバル最適の人材配置

本社側の海外現地事情に関する理解不足

グループ企業全体への企業理念・経営ビジョンの浸透

グループ企業の人材データベースの構築と人事・評価制度のグローバル共通化

グループ企業間の情報システムの統一

社内公用語の統一（取締役会、社内文書、イントラネット等）

その他

経団連会員 非経団連会員

ｎ＝309社（複数回答）

（社）

出典：経団連「グローバル人材の育成・活用に向けて求められる取り組みに関するアンケート結果」（2015年3月17日）より抜粋
17



2－11 大学に取り組んでほしい教育方法やカリキュラム改革

大学に優先的に取り組んでほしい教育方法やカリキュラムについては、「一方的な講義ではなく、学生の能動的・主体
的学び等を促す双方向型の授業（アクティブ・ラーニング、課題解決型授業）の実施」（387社、87％）が突出して高く、次

に「企業の経営幹部・実務者からグローバル・ビジネスの実態を学ぶカリキュラムの実施」が続き、学生の能動的・主体
的学びを促す双方向型の授業を求める意見が多い。

216

129

114

101

108

56

56

4

171

89

70

49

32

55

41

2

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

一方的な講義ではなく、学生の能動的学び等を促す双方向型の授業の実施

企業の経営幹部・実務者からグローバル・ビジネスの実態を学ぶカリキュラムの実施

専門科目を英語で履修するカリキュラムの構築

教養教育（リベラル・アーツ教育）の拡充

海外大学との連携によるジョイント・ディグリー・プログラム等の実施

学生に主体的学びや体験活動を推進するための「学修ポートフォリオ」導入

入試改革とセットで、成績管理や卒業要件の厳格化

その他

経団連会員 非経団連会員

ｎ＝445社（複数回答）

（社）

出典：経団連「グローバル人材の育成・活用に向けて求められる取り組みに関するアンケート結果」（2015年3月17日）より抜粋
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３．専門職大学院の現状
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年度別専門職大学院数

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

130校 128校 128校 124校 122校 114校 117校 122校

※文部科学省調べ、学生募集停止中の大学院を除く

分野
国立 公立 私立 株立 専攻数

合計
大学数
合計

専攻数 大学数 専攻数 大学数 専攻数 大学数 専攻数 大学数

ビジネス・MOT 11 11 3 3 15 15 1 1 30 30

会計 2 2 1 1 8 8 1 1 12 12
公共政策 5 5 0 0 2 2 0 0 7 7
公衆衛生 3 3 0 0 2 2 0 0 5 5
臨床心理 2 2 0 0 4 4 0 0 6 6

法科大学院 16 16 2 2 25 25 0 0 43 43

教職大学院 46 46 0 0 7 7 0 0 53 53

その他 1 1 4 3 11 10 1 1 17 15
合 計 173 122

分野別専門職大学院数（H2９）

※ １の大学で複数の専攻を設置している場合があるため､各分野の大学数の合計は全大学数の合計とは一致しない。
※ 学生募集停止中の大学・専攻は除く。

3-1 専門職大学院を置く大学数及び専攻数 H29.7.1現在

20



分野 概要 修了後の進路の例

ビジネス・ＭＯＴ

経営戦略、組織行動、ファイナンス、マーケティング、技術・生産管理、情報
システム等の科目により、経営分野のリーダーを養成。なお、ＭＯＴ（技術経
営）は、経営に技術的内容を融合した分野。

経営企画・ＣＥＯ候補者、独立・社内ベ
ンチャー起業者、先端技術戦略・政策立
案者、幹部技術者 等

会計

企業や行政機関等の会計並びに監査の担い手として、様々な専門知識や能力、
ＩＴへの対応力、論理的かつ倫理的な判断力などを備えた会計のプロフェッ
ショナルを養成。修了者は、公認会計士試験の一部科目が免除される。

公認会計士、企業や行政機関等における
会計専門家、コンサルタント等

公共政策
公共政策に関する総合的な能力（課題発見、分析・評価、立案等）を有する人
材を育成。各種公務員試験の免除等はない。

国際機関、行政機関等における政策・立
案従事者

公衆衛生

健康の保持・増進、疾病の予防等に関して指導的役割を果たす人材を養成。 公衆衛生行政担当者、企業等の健康管理
専門家 、病院の医療安全管理者、シン
クタンク・NGO等のアナリスト 等

知的財産
知的財産の創造、保護、活用を支える人材を養成。修了者は、弁理士試験の科
目が一部免除される。

弁理士、企業・行政機関等における知財
担当 等

臨床心理

人間の心の問題への専門的援助ができる人材を養成。修了者は、臨床心理士資
格試験の科目が一部免除される。

企業や教育機関におけるカウンセラー、
医療・保健、福祉関係業務従事者 等

法曹養成
（法科大学院）

専ら法曹養成（弁護士、裁判官、検事）のための教育を行うことを目的とした
専門職大学院。

弁護士、裁判官、検事、企業・行政機関
の法務担当者 等

教員養成
（教職大学院）

教員養成に特化した専門職大学院。実践的な指導力・展開力を備えた新人教員
と、スクールリーダー（中核的・指導的な役割を担う教員）の養成。

専ら幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
特別支援学校の教員

3-2 専門職大学院が設置されている主な分野

※この他にも、情報、原子力等、様々な分野がある。
21



H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
平成15～29年度に開
設及び募集停止した

専攻数合計

ビジネス・MOT

新規開設数 6 7 7 8 2 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 37
募集停止数 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 7
設置数 6 13 20 28 29 32 31 32 32 33 33 33 33 32 30 30

会計

新規開設数 1 0 9 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
募集停止数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 5
設置数 1 1 10 14 16 16 17 17 16 16 16 15 13 13 12 12

公共政策

新規開設数 1 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
募集停止数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
設置数 1 4 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7

公衆衛生

新規開設数 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5
募集停止数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設置数 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5

知的財産

新規開設数 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
募集停止数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
設置数 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1

臨床心理

新規開設数 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
募集停止数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設置数 1 1 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6

法科大学院

新規開設数 68 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
募集停止数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 13 9 2 31
設置数 68 74 74 74 74 74 74 73 73 69 67 54 45 43 43

教職大学院

新規開設数 19 5 1 0 0 0 0 2 18 8 53
募集停止数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設置数 19 24 25 25 25 25 25 27 45 53 53

その他

新規開設数 5 2 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 20
募集停止数 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
設置数 5 7 12 13 16 17 17 16 14 14 14 14 14 16 16

合 計

新規開設数 10 83 29 18 10 25 8 3 2 2 0 0 2 20 12 224
募集停止数 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 4 3 15 13 8 51
設置数 10 93 122 140 149 174 181 184 183 182 178 175 162 169 173 173

3-3 分野別専攻数推移① H29.7.1現在

※ 設置数は学生募集停止の大学・専攻を除く。22



3-3 分野別専攻数推移②
（単位：専攻数）

H29.7.1現在

23



3-4 専門職大学院の設置状況（法科、教職除く）

・小樽商科（MBA）
・北海道（会計）
・北海道（公共政策）

・天使（助産）

・東北（会計）
・東北（公共政策）

・国際教養
（グローバル・コミュニケーション）

・東京（原子力）

・千葉商科（会計）

・産業技術（情報システム）
・産業技術（創造技術）

・青山学院（MBA）
・中央（MBA）
・法政（MBA）
・明治（MBA）
・早稲田（MBA）
・SBI（MBA）
・グロービス（MBA）
・事業構想（MBA）
・芝浦工業（MOT）
・東京理科（MOT）
・日本工業（MOT）
・青山学院（会計）
・大原（会計）
・明治（会計）
・早稲田（会計）
・明治（公共政策）
・早稲田（公共政策）
・帝京（公衆衛生）
・聖路加国際（公衆衛生）
・帝京平成（臨床心理）
・慶應義塾（グローバル法務）
・社会情報（広報・情報）
・日本社会事業（福祉マネジメント）
・ハリウッド（ビューティ）
・文化ファッション

（ファッションクリエイション）
・文化ファッション

（ファッションマネジメント）

・ビジネス・ブレークスルー（MBA）
・LEC東京リーガルマインド（会計）
・デジタルハリウッド
（デジタルコンテンツマネジメント）

・星槎（教育）

・長岡技術（MOT）

・京都（MBA）
・京都（公共政策）
・京都（公衆衛生）

・事業創造（MBA）

・神戸（MBA）

・兵庫県立（MBA）
・兵庫県立（会計）
・兵庫県立

（緑環境景観マネジメント）

・関西学院（会計）
・神戸情報（情報システム）

・同志社（MBA）
・立命館（MBA）
・京都情報（情報技術）

・山口（MOT）

・香川（MBA）

・鹿児島（臨床心理）

・熊本学園（会計）

・九州（MBA）
・九州（公衆衛生）
・九州（臨床心理）

・北九州市立（MBA）

※法科大学院、教職大学院は除く
※平成29年4月時点で募集停止している専攻は除く。

・広島国際（臨床心理）

【ビジネス・MOT】
30専攻 定員2,613人

【会計】
12専攻 定員 690人

【公共政策】
7専攻 定員 370人

【公衆衛生】
5専攻 定員 129人

【臨床心理】
6専攻 定員 130人

【その他】
17専攻 定員 865人

合計
77専攻 定員4,797人

分野別内訳

…国立（24専攻 定員 909）
…公立（ 8専攻 定員 290）
…私立（42専攻 定員3,258）
…株立（ 3専攻 定員 340）

合計（77専攻 定員4,797）

設置者別内訳

・筑波（MBA）
・一橋（MBA)
・東京工業（MOT）
・東京農工（MOT)
・東京（公共政策）
・一橋（公共政策）
・東京（公衆衛生）

H29.7.1現在

・県立広島（MBA）

・関西学院（MBA）
・関西（会計）
・関西（臨床心理）
・大阪工業（知的財産）
・帝塚山学院（臨床心理） 24



北海道 ５０
北海学園※ １８

東北 ５０

千葉 ４０

筑波 ３６
東京 ２３０
一橋 ８５
首都大 ５２
青山学院※ １８
学習院 ３０
慶應 ２２０
國學院 －
駒澤 ３６
上智 ４０
成蹊 －
専修 ２８
創価 ２８
大東文化 －
中央 ２４０
東洋 －
日本 ６０
法政 ３０
明治 １２０
立教※ ４０
早稲田 ２００

横浜国立 ２５
神奈川 －
関東学院 －
桐蔭横浜※ ３０

山梨学院 －

静岡 －

名古屋 ５０
愛知 ２０
中京 －
南山 ２０
名城 －

金沢 １５

大阪 ８０
大阪市立 ３０
関西 ４０
近畿 ３０

神戸 ８０
関西学院 ３０
甲南 ２０

島根 －岡山 ２４

広島 ２０

九州 ４５
西南学院 ２０
福岡 ２０
久留米 －

熊本 －

琉球 １６

入学者選
抜実施校

入学定員

国立 １６ １，００６

公立 ２ ８２

私立 ２５ １，４７８

計 ４３ ２,５６６

－は平成29年度に学生募集を実施し
ない法科大学院（14校）

下線は夜間開講を実施している大学

京都 １６０
京都産業 －
同志社 ７０
立命館 ７０

※ 平成30年度学生募集停止予定

3-5 法科大学院の設置状況 H29.7.1現在
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宮崎
（28）

長崎
（38）

大分
（10）

福岡教育

（40）
佐賀
（20）

弘前
（16）

岡山
（20）

広島
（20）

島根
（17）山口

（14）

香川
（14）

鳴門教育

（50）

愛媛
（15）

高知

静岡（20）
常葉（20）

横浜国立

（15）

上越教育

（60）
新潟

（15）

琉球
（14）

埼玉
（20）

山形
（20）

千葉

（20）
聖徳

（15）

福島
（16）

宮城教育

（32）

東京学芸（40）
創価（25）
玉川（20）
帝京（30）

早稲田（60）

岩手
（16）

茨城
（15）宇都宮

（15）

秋田
（20）

熊本
（15）

鹿児島

（16）

山梨
（14）

群馬
（16）岐阜

（25）

信州
（20）

三重
（14）

愛知教育

（50）

滋賀
（20）

奈良教育

（25）

京都教育

（60）
立命館

（35）

富山
（14）

福井
（37）

金沢
（15）

和歌山

（15）

大阪教育

（30）

兵庫教育

（100）

北海道教育
（45）

教職大学院
設置都道府県（45）

教職大学院

未設置県（2）

国立大学：46大学（入学定員1,171人）
私立大学： 7大学（ 同 205人）

合 計 53大学（ 同 1,376 人）
＊45都道府県で設置

大学名の下の（ ）は入学定員

＜2県で未設置＞

（鳥取）
※島根大

で養成

3-6 教職大学院の設置状況 H29.7.1現在
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専門職大学院への入学者数

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

入学者数 8,214人 8,274人 7,720人 7,312人 6,707人 6,883人 6,999人 7,033人
（内訳）

ビジネス・
MOT

1,929人 1,861人 1,995人 2,085人 2,119人 2,274人 2,397人 2,300人

会計 841人 801人 645人 561人 441人 465人 485人 485人
公共政策 373人 310人 308人 321人 275人 300人 263人 276人
公衆衛生 82人 87人 89人 103人 99人 96人 101人 149人
知的財産 143人 131人 118人 108人 82人 82人 63人 39人
臨床心理 126人 124人 121人 128人 117人 106人 123人 115人
法科大学院 4,122人 3,620人 3,150人 2,698人 2,272人 2,201人 1,857人 1704人
教職大学院 - 767人 782人 803人 772人 874人 1,217人 1343人
その他 598人 573人 512人 505人 530人 485人 493人 622人

※文部科学省調べ

在学生数の経年変化 出典：学校基本統計（学校基本調査報告書）

3-7 専門職大学院の入学者数及び在学者数推移 H29.5.1現在

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

在学生数 645 7,866 15,023 20,159 22,083 23,033 23,381 23,191 21,807 20,070 18,776 17,380 16,623 16,623 16,596
社会人学生数 560 4,246 6,979 8,768 8,943 9,056 9,430 9,430 8,316 7,942 8,037 7,771 7,831 8,307 8,418

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
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・大学院全体として、専門職学位課程に在籍する者は修士課程に在籍する者の約１割であ
り、高度専門職業人養成を十分に行えていないのが現状である。

3-8 分野別大学院生数

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

専門職学位在籍者数

博士在籍者数

修士在籍者数

241 

5,672 

10,641 

11,808 

5,953 

15,942 

4,849 

13,795 

364 

12,691 

65,530 

3,542 

8,827 

255 

29,085 

11,922 

2,545 

2,318 

8,656 

1,383 

8,910 

19,938 

人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健 教育 その他

160,384人

73,913人

16,596人

出典：平成２9年度学校基本調査28



581 

615 

1446 

1625 

1482 

1687 

2008 

2362 

3018 

3727 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

日本（2005）

日本（2010）

韓国（2005）

韓国（2010）

フランス（2005）

フランス（2010）

アメリカ（2005）

アメリカ（2010）

イギリス（2005）

イギリス（2010）

人文・芸術 法経等 理学・工学・農学 理学 工学 医・歯・薬・保健 教育・教員養成 その他

※ 人口100万人当たりの人数

＋３５４人

出典：文部科学省「教育指標の国際比較」（平成２１，２５年版）、
文部科学省「諸外国の教育統計」（平成２６年版）を基に文部科学省大学振興課作成

＋２０５人

＋１７９人

＋７０９人

＋３４人

日本：当該年度の４月から翌年３月までの取得者数を計上したものである。
アメリカ：標記年9月から始まる年度における学位取得者数。
イギリス：標記年（暦年）における大学など高等教育機関の上級学位取得者数。大学院レベルのディプロマ等を含み、

特に「教育・教員養成」には、学卒者教員資格（PGCE）課程修了者を含む。
フランス：標記年（暦年）における国立大学の授与件数。本土及び海外県の数値。
韓国：当該年度の3月から翌年2月までの取得者数を計上したものである。

（人）

（韓国、フランスについては、理学・工学・農学の3分野をまとめた数値である。）

3-9 修士号取得者の専攻分野別構成の国際比較
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日本のビジネススクールの数、学生数は、米国を大きく下回る。また、米国と比較して１校
当たりの学生数が小規模であり、留学生比率も低い。

日本※ 米国

組織数

専門職学位課程： 30大学 30専攻 （H29）
（技術経営（MOT）系の専攻を含む）

修 士 課 程：119大学130研究科（H24）
（修士課程については学位に経済学、経営学等を専攻分野に付記する

研究科数）

MBAプログラム：1,238校
（National Center For Education Statistics 2012-2013）

AACSB認証学科：453学科 （AACSB International 2012）

学生数
（修了生）

専門職学位課程：2,447人（H28）
修 士 課 程 ：3,610人（H27）
（修士課程についてはH27入学定員）

MBAプログラム：188,625人
（National Center For Education Statistics 2012-2013）

学生数平均 専門職学位課程：197人/専攻（H29）
※フルタイム/パートタイム含む

米国トップ10ビジネススクール
（Finacial Times 2015より）

フルタイム学生数平均：651人
（Poets & Quants HP 2016を基に計算）

社会人比率 専門職学位課程：89.2％（H29）
※企業等を退職した者なども含む。

MBAプログラム：86.1％（H19）
（Student Financing of Graduate and 

First-Professional Education: 2007–08より）

留学生比率 専門職学位課程：11.6％（H29）
※フルタイム/パートタイム含む

米国トップ10ビジネススクール
（Finacial Times 2015より）

フルタイム留学生比率：37.5％
（Poets & Quants HP 2016を基に計算）

※文部科学省調べ

3-10 日米のビジネススクールの比較
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米国の上場企業の管理職等の最終学歴

人事部長 営業部長 経理部長

大学院修了者 61.6% 45.6% 43.9%

うち、
Ph.D
取得者

14.1% 5.4% 0.0%

四年制大学
卒業者

35.4% 43.5% 56.1%

四年制大学
卒業未満

3.0% 9.8% 0.0%

MBA取得者
（全体中）

38.4% 38.0% 40.9%

割合 人数

大学院修了者 5.9% 6,200人

大学卒業者 61.4% 64,900人

短期大学、
高等専門学校、
専門学校卒業者

7.4% 7,800人

高校卒業者 23.6% 24,900人

中学校卒業者
小学校卒業者

1.7% 1,800人

合計 100.0％ 105,600人

日本の企業役員等の最終学歴
（従業員500人以上の企業）

出典：日本分：総務省「就業構造基本調査（平成１９年度）」
米国分：日本労働研究機構が実施した「大卒ホワイトカラーの雇用管理に関する国際調査（平成９年）」 （主査：小池和夫法政大学教授）

米国の上場企業の管理職等の約４割はMBA取得者である一方、日本の企業役員等は、大
学院修了者が１割以下にとどまる。

3-11 日米の企業役員等の最終学歴
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3-12 ビジネススクールの世界ランキング

ランキング2017（TOP20） 国別内訳数（TOP100）

※Financial Times ウェブサイトより文部科学省作成

※ランキングの対象となるためには、国際的な評価機関であるAACSBまたはEquisの評価を受けていることが必要。

大学名 国名

1 Insead France / Singapore
2 Stanford Graduate School of Business US
3 University of Pennsylvania: Wharton US
4 Harvard Business School US
5 University of Cambridge: Judge UK
6 London Business School UK
7 Columbia Business School US
8 IE Business School Spain
9 University of Chicago: Booth US

10 Iese Business School Spain
11 Ceibs China
12 Northwestern University: Kellogg US
13 MIT: Sloan US
14 University of California at Berkeley: Haas US
15 HKUST Business School China
16 Yale School of Management US
17 Esade Business School Spain
18 Dartmouth College: Tuck US
19 New York University: Stern US
20 HEC Paris France

順位 国名 学校数

1 アメリカ 51

2 イギリス 13

3 中国 5

4 インド 4

5 カナダ 3

5 オーストラリア 3

5 スペイン 3

5 フランス 3

9 シンガポール 2

9 スイス 2

9 ドイツ 2

12 オランダ 1

12 イタリア 1

12 韓国 1

12 コスタリカ 1

12 フランス/シンガポール 1

12 ベルギー 1

12 メキシコ 1

12 ポルトガル 1

12 アイルランド 1

合 計 100

・フィナンシャル・タイムスのビジネススクールランキングには日本のビジネススクールは1校もランクインしていな
い。また、ランキングトップ１００のうち、半数がアメリカのビジネススクールが占めている。
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3-13 留学生数及び留学生比率
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※文部科学省調べ

【留学生数】 【留学生比率】
（単位：人）
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3-14 専門職大学院の教育と国家資格について

区分

専門職大学院の修了を
要件とする国家資格

専門職大学院の修了により取得が容易になる国家資格

検察官・裁判官・弁護士
（司法試験）

公認会計士 弁理士 税理士

受験資格
法科大学院課程の修了者
司法試験予備試験の合格者

制限なし 制限なし 大学又は短大の卒業者で、法律学又は
経済学を1科目以上履修した者

試験における
専門職大学院

との関係

受験資格 短答式試験の一部科目免除 短答式筆記試験の免除
論文式筆記試験(選択科目)の免除

試験の分野（税法科目、会計学科目）
ごとに、いずれか1科目の試験で基準
点を満たし、国税審議会から認定を受
けた場合には、税法科目であれば残り
2科目、会計学科目であれば残り1科目
の試験が免除

上記の措置を
受けるための

要件

法科大学院の修了者 会計専門職大学院において、
(a)簿記、財務諸表その他の財務会
計に属する科目に関する研究
(b)原価計算その他の管理会計に属
する科目に関する研究
(c)監査論その他の監査に属する科
目に関する研究
に関する科目について一定の単位数
以上を履修した上で、修士(専門職)
の学位を授与された者

【短答式】
工業所有権に関する科目の単位を修得
し大学院を修了

【論文式(選択科目)】
修士又は博士、専門職学位を有する者

「法務博士（専門職）」又は「修士
（専門職）」を授与された者
当該学位取得に係る研究が税法に属す
る科目等又は会計学に属する科目等で
あるとの国税審議会の認定を受けた場
合には、試験科目を免除。

試験の内容

【短答式】
・憲法
・民法
・刑法

【論文式】
・公法系科目
・民事系科目
・刑事系科目
・選択科目
倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働
法,環境法,国際関係法〔公法系〕，国際
関係法〔私法系〕から１科目選択

【短答式】
財務会計論、管理会計論、監査論、
企業法

【論文式】
（必須）会計学、監査論、企業法、
租税法
（選択科目）経営学、経済学、民法、
統計学のうち1科目

【短答式】
・工業所有権に関する法令
・工業所有権に関する条約
・著作権法
・不正競争防止法

【論文式】
（必須）工業所有権に関する法令
（選択科目）工学、数学・物理、化学、
生物、情報、法律
のうち、1科目

【口述試験】
工業所有権に関する法令

【会計学に属する科目】
簿記論、財務諸表論

【税法に属する科目】
所得税法、法人税法、相続税法、消費
税法又は酒税法、国税徴収法、住民税、
事業税、固定資産税のうち3科目（所
得税法又は法人税法のいずれか1科目
は必ず選択）

免除科目

なし 財務会計論
管理会計論
監査論

【短答式】
工業所有権に関する法令
工業所有権に関する条約

【論文式】
選択科目

【税法科目】
残り2科目

【会計学科目】
残り1科目

H28.4現在
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公認心理師法（概要）
一 目的

公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって

国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

二 定義

「公認心理師」とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公

認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野

において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に

掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

① 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結

果の分析

② 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関す

る相談及び助言、指導その他の援助

③ 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び

助言、指導その他の援助

④ 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報

の提供

三 試験

公認心理師として必要な知識及び技能について、主務大臣が

公認心理師試験を実施する。受験資格は、以下の者に付与す

る。

① 大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修

め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等の科目

を修めてその課程を修了した者等

② 大学で主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、卒

業後一定期間の実務経験を積んだ者等

③ 主務大臣が①及び②に掲げる者と同等以上の知識及び技

能を有すると認めた者

四 義務

１ 信用失墜行為の禁止

２ 秘密保持義務（違反者には罰則）

３ 公認心理師は、業務を行うに当たっては、医師、教員その

他の関係者との連携を保たねばならず、心理に関する支援を

要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その指示を

受けなければならない。

五 名称使用制限

公認心理師でない者は、公認心理師の名称又は心理師という

文字を用いた名称を使用してはならない。（違反者には罰則）

六 主務大臣

文部科学大臣及び厚生労働大臣

七 施行期日

一部の規定を除き、公布の日から起算して２年を超えない範

囲内において政令で定める日から施行する。

八 経過措置

既存の心理職資格者等に係る受験資格等について、所要の経

過措置を設ける。

平成２７年９月 ９日成立
平成２７年９月１６日公布

3-15 公認心理師法について
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４．社会人教育への対応
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4-1 専門職大学院における社会人比率（在学者数）

分野別の社会人比率（在学者数）

※文部科学省調べ H29年5月現在の状況
※平成29年度学校基本調査

社会人学生への学習機会の提供

実際に社会で活躍する職業人に更に高度な専門性、最新の知識・技術を身に付けさせるための
継続的な学習の機会を提供することも、専門職大学院の重要な役割。

※ 「社会人」は、職に就いている者（経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、経常的な仕事を得る仕事から既に退職した者、主婦・主夫を指す。

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

ビジネス・MOT 81.1% 83.0% 85.3% 87.9% 88.4% 89.7% 89.2%

会計 29.5% 31.0% 33.2% 38.9% 43.6% 42.2% 40.3%

公共政策 38.4% 38.7% 37.4% 40.4% 37.3% 35.8% 38.1%

公衆衛生 72.3% 63.9% 66.7% 75.8% 74.7% 84.5% 77.6%

知的財産 36.4% 30.1% 31.9% 35.2% 43.1% 39.2% 28.0%

臨床心理 25.0% 23.3% 20.4% 15.8% 18.2% 18.6% 16.6%

法科大学院 23.1% 22.8% 21.6% 20.7% 19.6% 19.2% 20.2%

教職大学院 46.0% 46.3% 45.0% 44.9% 45.4% 47.1% 47.5%

その他 47.4% 37.9% 37.8% 40.5% 37.4% 43.3% 44.7%

合計 38.1% 39.6% 42.8% 44.7% 47.1% 51.9% 53.0%

(参考)修士課程 11.2% 11.4% 11.9% 12.0% 12.2% 12.3% 12,2%
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※平成26年度までは、通信は「学校基本統計」をもとに推計。なお、通信の「社会人」は、職に就いている者（経常的な収入を得る仕事に現に就いている者）、経常的な仕事を得る仕事から既に退職した者、

主婦・主夫を指す。

※平成27年度以降は、「学校基本統計」をもとに、「社会人」を30歳以上として一部推計。

※平成29年度は速報値。
出典 ： 文部科学省 「学校基本統計」等を基に作成

(千人)

社
会
人
入
学
者
数

博士・修士・専門職学位課程への社会人入学者数（推計）は、平成２０年の約１．９万人をピークに微減し、平成２９年度は
約１．７万人。

4-2 社会人入学者数（推計）の推移（大学院）

(年度)
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大学院（修士課程のみ）入学者に占める社会人割合

38



履修証明制度 科目等履修生制度 長期履修制度 夜間開講 修業年限の短縮

対象者

○当該大学の学生以外の
者
（学校教育法第105条）

○当該大学の学生以外の
者
（大学設置基準第31条）

○希望する旨を申し出た
学生
（大学設置基準第30条の
2）

－ ○主として実務の経験を有
する者
（専門職大学院設置基準第
3条）

要件等

○特別の課程の編成にあ
たっては、当該大学の開
設する講習若しくは授業
科目又はこれらの一部に
より体系的に編成するも
のとする。
○総時間数は120時間以
上
○講習又は授業の方法は
設置基準に定めるところ
による。
（学校教育法施行規則第
164条）

○一又は複数の授業科目
を履修する者（科目等履
修生）に対し、単位を与
えることができる。
（大学設置基準第31条）

○学生が、職業を有して
いる等の事情により、修
業年限を超えて一定の期
間にわたり計画的に教育
課程を履修し卒業するこ
とを希望する旨を申し出
たとき計画的な履修を認
めることができる。
（大学設置基準第30条の
2）

○教育上特別の必要が
あると認められる場合
には、夜間その他特定
の時間又は時期におい
て授業又は研究指導を
行う等の適当な方法に
より教育を行うことが
できる。
（大学院設置基準第14
条）

○標準修業年限が二年の課
程にあっては一年以上二年
未満の期間とすることがで
きる。 ただし、昼間と併
せて夜間その他特定の時間
又は時期において授業を行
う等の適切な方法により教
育上支障を生じない場合に
限る。
（専門職大学院設置基準第
3条）

修了後の措
置等

○修了した者に対し、修
了の事実を証する証明書
を交付することができる。
（学校教育法第105条）

○一の授業科目を履修し
た学生に対しては、試験
の上単位を与えるものと
する。
（大学設置基準第27条）

－ － －

既修得単位
等の認定制
度

－ ○教育上有益と認めると
きは、入学前の科目等履
修生として修得した単位
について、既習得単位認
定が可能
○修了要件単位数の二分
の一を上限
（専門職大学院設置基準
第14条）

－ － －

4-3 社会人の受入れを促進するための主な制度
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実際に社会で活躍する職業人に更に高度な専門性、最新の知識・技術を身に付けさせるための継続的な
学習の機会を提供することも、専門職大学院の重要な役割のひとつである

社会人
に配慮
した入
学者選
抜の実
施

勤務時
間に配
慮した
授業時
間の設
定

サテラ
イト・
遠隔授
業シス
テムの
整備

短期
コース
の設定

メディ
アを利
用して
行う授
業の設
定

ビジネス・
ＭＯＴ 27 32 14 9 8

会計 10 9 2 3 2

公共政策 6 2 1 4 0

法科大学院 10 9 4 - -

教職大学院 40 27 5 14 ３

その他 19 17 5 9 7

計 112 96 31 39 2０

①社会人に配慮した入学者選抜
社会人に対して一般とは別の選抜枠や受験科目を設ける
などの入学者選抜を実施

②夜間開講
社会人が仕事の後や休日に通学できるよう、平日夜間や
土曜日に授業を実施
昼夜に関わらず自由に履修できる専門職大学院もある

③サテライトキャンパス
仕事の後に通いやすいよう、都心にサテライトキャン
パスを開設

④短期コース
社会人を対象とする場合など教育上必要があると認めら
れるときは、短期コースの設定が可能

⑤メディアを利用して行う授業の設定
社会人が教室以外でも履修できるよう、多様なメディア
を高度に利用した授業を実施

社会人学生が学修しやすくなるための配慮

※文部科学省調べ 平成29年５月現在の状況

4-4 社会人学生への学習機会の提供①
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科目等履修生制度

大学等の正規の授業科目のうち、必要な一部分のみについてパートタイムで履修し､正規の単位を修得
できる制度

ビジネス・MOT 会計 公共政策 教職大学院 その他

導入専攻数 割合 導入専攻数 割合 導入専攻数 割合 導入専攻数 割合 導入専攻数 割合

28 80％ 10 76.9％ 3 42.9％ 14 26.4％ 14 45.2％

※文部科学省調べ 平成29年５月現在の状況

4-4 社会人学生への学習機会の提供②

履修証明制度

社会人を対象に体系的な教育プログラム（120時間以上）を編成し、その修了者に対し、大学・専修学
校等が履修証明書を交付できる制度

その他社会人へ配慮した取組

ビジネス・MOT 会計 公共政策 教職大学院 その他

開設専攻数 割合 開設専攻数 割合 開設専攻数 割合 開設専攻数 割合 開設専攻数 割合

7 20％ 2 15.4％ 0 0％ 2 3.8％ 4 12.9％

※法科大学院は除く

○在学期間の短縮（1年コース）
○入学金や授業料等の学納金の減免及び免除
○専門実践教育訓練給付金制度の指定

○長期履修制度
○入試受験科目の特例措置
○リモートラーニング（授業録画配信システム）や講義DVD貸出 等
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①２５歳以上の「学士」課程への入学者の割合

②３０歳以上の「修士」課程への入学者の割合 ③３０歳以上の「博士」課程への入学者の割合

出典：OECD Education at a  Glance  (2015）。留学生を除いた入学者に占める25歳又は30歳以上の割合
ただし、日本の数値については、 ①「学校基本統計」及び文部科学省調べによる社会人入学生数（留学生を含む）。

②「学校基本統計」による修士課程及び専門職学位課程への社会人入学生数の割合。（留学生を含む）
③「学校基本統計」による博士課程への社会人入学生数の割合。（留学生を含む）

日本の「学士」課程及び「修士」課程における入学者割合は、OECD平均と比較し低く、社会人学生比率に大きな差があると推定
される。「博士」課程においては、 OECD平均と同水準となっている。

4-5 高等教育における社会人入学者の割合（国際比較）
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日本
※企業等を退職した者なども含む

米国

修士課程 専門職学位課程 修士課程 第一専門職課程

12.２% 50.7% 88.7% 60.9%

詳細

専
門
職
学
位
課
程

ビジネス・ＭＯＴ 89.2%

会計 40.3％

公共政策 38.1%

公衆衛生 77.6%

知的財産 28%

臨床心理 16.6%

法科大学院 20.2%

教職大学院 47.5%

その他 44.7%

詳細

修
士
課
程

MBA 86.1%

教育学 92.8%

文学修士（M.A.） 88.2%

理学修士（M.S.） 87.6%

その他 86.1%

第
一
専
門
職
課
程

医学（M.D. or D.O.） 40.0％

他の健康科学 65.0％

法学（LL.B or J.D.） 65.8%

神学（M.Div.，M.H.L.B.D.） 90.2%

※中央教育審議会（第17回）配付資料、学校基本調査及び「教育指標の国際比較平成25年版」（文部科学省）より
※日本のデータにおける社会人とは、「在学者のうち、現に職に就いている者、すなわち、給料、賃金、報酬、

その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者。ただし、企業等を退職した者、及び主婦なども含む。」
※文部科学省調べ。平成29年5月現在の状況

※Student Financing of Graduate and First-Professional Education: 2007–08より文部科学省作成

日本は、米国と比べ、修士課程における社会人・有職率が大幅に低い。
（ビジネス・MOT分野における社会人・有職率は日米で同程度となっている。）

4-6 日米の社会人・有職率の比率
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【給付額】受講者が支払った訓練経費×40％
（受講修了日から1年以内に資格取得等し、かつ、被保険者として

雇用された又は雇用されている場合等には20％を追加支給）

【給付額上限 】32万円/年
（20％の追加支給を受けた場合にあっては48万円/年）

【給付期間 】原則２年（資格につながる場合は３年）

日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）
一．日本産業再興プラン～ヒト、モノ、カネを活性化する～

２．雇用制度改革・人材力の強化
①行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への政策転換（失業なき労働移動の実現）
○若者等の学び直しの支援のための雇用保険制度の見直し

・非正規雇用労働者である若者等がキャリアアップ・キャリアチェンジできるよう、資格取得等につながる自発的な教育
訓練の受講を始め、社会人の学び直しを促進するために雇用保険制度を見直す。労働政策審議会で検討を行い、時
期通常国会への改正法案の提出を目指す。あわせて、従業員の学び直しプログラムの受講を支援する事業主への
経費助成による支援策を講ずる。

○雇用保険法改正（平成２６年３月）により、教育訓練給付が拡充され、専門職大学院が対象となる。

4-7 教育訓練給付制度について

認定件数

○２年以内（資格取得につながるものにあっては、３年以内で取得に必要な最短期間）の課程等
○就職・在職率、大学等の認証評価、定員充足率等の実績からみて当該訓練に十分な効果があると認められるもの

認定基準

経緯

給付金額

分野 計 分野 計

ビジネス・MOT 31 臨床心理 1

会計 4 法科大学院 12

公共政策 4 教職大学院 22

公衆衛生 1 その他 7

知的財産 1 計 83

給付対象

受講開始日前までに通算して２年以上の雇用保険の被保
険者期間を有している者
※２回目以降として受給する場合は、10年以上の雇用保険の被保険者期間

※厚生労働省「専門実践教育訓練指定講座一覧」（平成29年10月指定分まで）
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５．教員組織の現状
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5-1 専門職大学院制度における教員組織

①必要な専任教員
１）当該分野の修士課程の研究
指導教員数の1.5倍＋研究指導
補助教員
又は

２）修士課程を担当する研究指導
教員1人当たりの学生の収容定
員に4分の3を乗じて算定される

収容定員の数（小数点以下の端
数は切り捨て）につき1人の専任
教員を配置
（告示53号第1条第1項）
※１）２）のいずれか多い方の数

②実務家教員
必要専任教員数のうち、3割
は実務家教員を配置
（告示第53号第2条第1項）
※法科大学院は2割、教職大
学院は4割の実務家教員を
配置
（告示第53号第2条第3項,第
5項）

③他の過程との兼務（ダブルカウント）
博士課程（区分制の場合は後期課程）
の専任教員の兼務が可能
（専門職大学院設置基準第5条第2項）

④みなし専任教員
実務家教員のうち、3分の2（端数

は四捨五入）の範囲内については、
専任教員以外の者であっても、1
年につき6単位以上の授業科目を

担当し、かつ、教育課程の編成そ
の他専門職学位課程を置く組織
の運営について責任を担う者で足
りるものとする。
（告示第53号）第2条第2項

研究者教員

実務家教員
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平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

専任
教員数

うち
実務家
教員数

実務家
教員
比率

専任
教員数

うち
実務家
教員数

実務家
教員
比率

専任
教員数

うち
実務家
教員数

実務家
教員
比率

専任
教員数

うち
実務家
教員数

実務家
教員
比率

専任
教員数

うち
実務家
教員数

実務家
教員
比率

専任
教員数

うち
実務家
教員数

実務家
教員
比率

専任
教員数

うち
実務家
教員数

実務家
教員
比率

ビジネス・
MOT

568 311
54.8
%

575 322
56.0
%

569 322
56.6
%

593 338
57.0
%

593 344
58.0
%

611 347
56.8
%

627 371
59.2
%

会計 247 111
44.9
%

234 105
44.9
%

232 104
44.8
%

218 105
48.2
%

204 92
45.1
%

190 82
43.2
%

183 81
44.3
%

公共政策 113 37
32.7
%

123 43
35.0
%

124 47
37.9
%

121 45
37.2
%

118 43
36.4
%

114 41
36.0
%

106 37
34.9
%

公衆衛生 81 30
37.0
%

80 33
41.3
%

76 31
40.8
%

74 27
36.5
%

78 28
35.9
%

73 25
34.2
%

90 34
37.8
%

知的財産 40 21
52.5
%

43 24
55.8
%

44 27
61.4
%

39 30
76.9
%

36 28
77.8
%

35 26
74.3
%

17 16
94.1
%

臨床心理 52 22
42.3
%

52 22
42.3
%

51 23
45.1
%

49 25
51.0
%

50 24
48.0
%

51 24
47.1
%

51 24
47.1
%

その他 226 97
42.9
%

234 106
45.3
%

216 102
47.2
%

233 113
48.5
%

240 114
47.5
%

242 121
50.0
%

272 141
51.8
%

法科大学院 1,632 534
32.7
%

1,607 526
32.7
%

1,583 524
33.1
%

1,506 496
32.9
%

1,401 460
32.8
%

1,331 430
32.3
%

1128 350
31.0
%

教職大学院 427 191
44.7
%

414 183
44.2
%

414 187
45.2
%

419 194
46.3
%

457 210
46.0
%

735 341
46.4
%

882 410
46.5
%

合計 3,386 1,354
40.0
%

3,362 1,364
40.6
%

3,309 1,367
41.3
%

3,252 1,373
42.2
%

3,177 1,343
42.3
%

3,382 1,437
42.5
%

3,356 1,464
43.6
%

合計
（法科・教職除

く）

1,327 629 
47.4
%

1,341 655 
48.8
%

1,312 656
50.0
%

1,327 683 
51.5
%

1,319 673 
51.0
%

1,316 666
50.6
%

1,346 704
52.3
%

5-2 年度別教員数推移 H29.5.1現在
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現行制度（H26年度～）

学士課程

専門職学位課程
（専門職大学院）

<△>博士課程
(一貫制or後期)

博士課程
（前期）

修士課程 ×

○

○ ･･･兼務可能（院８条３項）
× ･･･必置教員数内での兼務不可（院９条１項、専５条１項･2項）

<△><△>･･･上記の例外として兼務可能
①<△>は、修士課程を担当する教員が一個の専攻に限り、博士課程(一貫制又は後期)との兼務可能（院９条2項）
②<△>は、専門職学位課程を担当する教員が一個の専攻に限り、博士課程(一貫制又は後期)との兼務可能（専５条2項）

（大学院設置基準８条3項及び９条2項の規定の適用を受けるものを除く。）
※必置専任教員を超える部分の専任教員は、専門職学位課程と学士課程・修士課程との兼務は可能（法令上の規制なし）

×○

×

<△>

①「兼務」･･･自大学の複数の専攻(学科)の専任教員となること
→ このうち，必置教員数内の兼務(いわゆる「ダブルカウント」)について法令上の規制あり

②「兼任」･･･他大学の教育研究に従事すること
③「兼担」･･･自大学の別の専攻(学科)の教育研究を担当すること ※法令上の規制なし

5-3 兼務に関する現行制度（イメージ図）
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６．認証評価の現状
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機関別認証評価
専門職大学院

うち法科大学院の適確認定

評
価
内
容

①教育研究上の基本組織
②教員組織
③教育課程
④施設及び設備
⑤事務組織
⑥教育研究活動等の状況に係
る情報の公表
⑦財務
⑧ その他教育研究活動等に関
することについて
（細目省令 第1条第2項）

① 教員組織
② 教育課程
③ 施設及び設備
④ その他教育研究活動に関す
ることについて
（細目省令 第1条第3項）

① 教育活動等の状況の情報提供
② 入学者の多様性の確保
③ 教員組織
④ 学生数の適正管理
⑤ 教育課程の編成
⑥ 授業科目ごとの学生の数の設定
⑦ 授業の方法
⑧ 学修成果の評価及び修了認定の客観性・厳格性の確保
⑨ 授業内容・方法の改善の組織的な実施
⑩ 履修科目の登録の上限の設定
⑪ 法学既修者の認定
⑫ 教育上必要な施設及び設備
⑬ 図書その他の教育上必要な資料の整備
⑭ 修了者の進路に関すること（司法試験の合格状況を含む）
（細目省令 第4条第1項第１号）

評
価
方
法

自己点検・評価の分析及び実地調査の実施

（評価後の対応）
認証評価の後、次の認証評価を受ける前に 、対象となった専門職大学院の教育課程又は教員
組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上
で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めること

（判定方法）
法科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準
に適合しているか否かの認定をしなければならない

評
価
体
制

大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること

当該専門職大学院の分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の実務に従事していること

法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の実務に従
事していること

（細目省令 第3条第2項）

（連携法 第5条第2項）

（細目省令 第2条第1項）

（細目省令 第4条第2項）

細目省令：学校教育法第１１０条第２項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
連携法：法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

（細目省令 第1条第1項第4号）

（細目省令 第2条第1項）

6-1 機関別評価と専門職大学院評価に係る基準等に関する細目
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※文部科学省調べ

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

ビジネス・MOT 8 1 3 14 7 8 -
会計 3 - - 7 5 2 -
公共政策 1 1 1 2 1 2 1
公衆衛生 - 1 - 2 - 1 1
知的財産 - - - 1 2 - -
臨床心理 - 3 - 1 1 1 3
法科大学院 - ３ 20 37 7 1 2
教職大学院 ６ 9 7 3 - 10 5
ファッション・ビジネス 2 - - - - 2 -
ビューティービジネス - - 1 - - - -
情報、創造技術、原子力 1 - 1 1 2 1 -
助産 - - - 1 - - -
環境・造園 - - - 1 - - -
学校教育 １ - - - - 1 -

計 22 1８ 33 70 25 29 12

専門職大学院は、教育課程や教員組織等の教育研究活動の状況について、文部科学大臣から認証を受けた認証評価機
関の評価（５年以内ごと）を受けなければならない。（学校教育法第109条第3項、学校教育法施行令第40条）

専門職大学院に対する認証評価は、専門職大学院の教育水準の向上に資するべく行われるものであり、認証評価機関
は、教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況の評価を実施する
評価項目としては、教育課程、教員組織のほか、成績評価、修了認定、入学者選抜、管理運営、施設設備、図書等が
設けられている

※追評価を除く

6-2 国内の認証評価機関による認証評価を受けている専門職大学院

51



分 野 認証評価機関 認証日

法科大学院

公益財団法人日弁連法務研究財団 平成16年8月31日

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 平成17年1月14日

公益財団法人大学基準協会 平成19年2月16日

会計 特定非営利活動法人国際会計教育協会 平成19年10月12日

経営（経営管理、技術経営、ファイナンス、経営情報） 一般社団法人ＡＢＥＳＴ２１ 平成19年10月12日

経営（経営管理、会計、技術経営、ファイナンス） 公益財団法人大学基準協会 平成20年4月8日

助産 特定非営利活動法人日本助産評価機構 平成20年4月8日

臨床心理 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会 平成21年9月4日

教員養成（教職大学院、学校教育） 一般財団法人教員養成評価機構 平成22年3月31日

公共政策 公益財団法人大学基準協会 平成22年3月31日

情報、創造技術、組込技術、原子力 一般社団法人日本技術者教育認定機構（JABEE） 平成22年3月31日

ファッション･ビジネス 公益財団法人日本高等教育評価機構 平成22年3月31日

公衆衛生 公益財団法人大学基準協会 平成23年7月4日

知的財産
一般社団法人ＡＢＥＳＴ２１ 平成23年10月31日

公益財団法人大学基準協会 平成24年3月29日

ビューティビジネス 一般社団法人 ビューティビジネス評価機構 平成24年7月31日

環境・造園 公益社団法人 日本造園学会 平成24年7月31日

グローバル・コミュニケーション 公益財団法人大学基準協会 平成28年3月29日

福祉マネジメント 一般社団法人 日本社会福祉教育学校連盟 平成29年1月25日

デジタルコンテンツ系 公益財団法人大学基準協会 平成29年8月24日

※認証評価機関が未整備の分野（２分野）・・・グローバル法務、広報・情報

6-3 認証評価機関の一覧（専門職大学院認証評価）
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名称
（正式名称）

AACSB
（the Association to Advance Collegiate 

Schools of Business）

EFMD
（the European Foundation for 
Management Development）

AMBA
（the Association of MBAs）

本部所在地 米国、フロリダ州タンパ ベルギー、ブリュッセル 英国、ロンドン

設立年 1916年 1972年 1967年

加盟団体数
90か国・地域の1500以上の
教育機関等

86か国900以上の教育機関等
70か国以上200以上のビジネス
スクール

認証を取得した
学校数

786校（53の国・地域）

【Equisの認証を受けた学校数】
170校（42か国）
（Equis：EFMDが実施する、大学等の

組織・機関を対象とした認証）
（この他、Epasがある）

240校以上（70か国以上）

日本国内の
認証取得大学院

慶應義塾大学※
名古屋商科大学※
立命館アジア太平洋大学※

慶應義塾大学※ 名古屋商科大学※

※専門職大学院ではない。

MBAにおける国際的な評価機関

各評価機関のウェブサイトより文部科学省作成

・ビジネススクールに関する主な国際認証評価機関から認証を受けている我が国のビジネススクールはわずか数校で
あり、すべて専門職大学院ではない。

6-4 国際的な評価機関の概要
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７．その他参考資料

54



7－1 新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－（答申）
（平成17年９月５日）①

第１章 国際的に魅力ある大学院教育に向けて
第２節基本的な考え方を支える諸条件について

２ 博士，修士，専門職学位課程の目的・役割の焦点化
我が国では，一定の教育目標，修業年限及び教育の課程を有し，学生に対する体系的な教育を提

供する場としての位置付けを持ち，そのような教育の課程を修了した者に特定の学位を与えること
を基本とする課程制大学院制度を採っている。我が国の大学院教育を国際的な通用性，信頼性のあ
るものとしていくためには，この「学位を与える課程」ととらえる制度の考え方に沿って，各課程
の目的に応じて，教育研究分野の特性を踏まえた教育内容・方法の充実を図っていくことが重要で
ある。

【博士課程】
研究者として自立して研究活動を行うに足る，又は高度の専門性が求められる社会の多様な方面

で活躍し得る高度の研究能力とその基礎となる豊かな学識を養う。
【修士課程】

幅広く深い学識の涵養を図り，研究能力又はこれに加えて高度の専門的な職業を担うための卓越
した能力を培う。

【専門職学位課程】
幅広い分野の学士課程の修了者や社会人を対象として，特定の高度専門職業人の養成に特化して，

国際的に通用する高度で専門的な知識・能力を涵養する。

※専門職大学院制度は発足からいまだ日も浅いが，現在，その発展が積極的に図られている。その一方で，新たな制度としての専門職大学
院の急速な広がりに伴う諸課題も浮かび上がってきており，このことは，専門職大学院の果たすべき役割とそれ以外の大学院の果たす役
割，さらには学部段階の教育との関係も含めた大学全体に及ぶ課題も投げ掛けている。このため，専門職大学院（専門職学位課程）の実績
を見つつ，修士課程及び博士課程との関係等を踏まえて，その在り方については，今後，検討すべき課題であると考える。その際には，学
士，修士，博士のそれぞれに係る課程の在り方や相互関係，大学，大学院，学部といった法令上の用語の使われ方の再整理等も視野に入れ
つつ，検討が進められていくことが望まれる。 55



7－1 新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－（答申）
（平成17年９月５日）②

＜専門職学位課程＞
専門職学位課程は，幅広い分野の学士課程の修了者や社会人を対象として，特定の高度専門職業人の

養成に特化して，国際的に通用する高度で専門的な知識・能力を涵養する課程として，明確な役割を担
うことが適当である。

このため，各分野における専門職学位課程の設置に当たっては，当該課程の基礎となる教育内容・方
法等について，大学関係者と関係する業界や職能団体等が連携して，理論と実務を架橋した「プロセ
ス」としての教育を確立していくこと，すなわち，特定の職業分野を担う人材の養成を行う専門職学位
課程として，その基礎となる共通の課程の在り方（標準修業年限・修了要件，教員組織，教育内容・方
法等）の社会的定着と制度的な確立を図ることが不可欠である。

このような特定分野に関する共通の課程の在り方が社会的，制度的に確立されることを前提として，
例えば，法科大学院を修了した者に授与される法務博士（専門職）のように，専門職学位として新たな
学位の名称が必要か否かを検討することが必要となると考えられる。なお，専門職学位課程は，各種の
精巧な職業技術の習得等を主目的とする趣旨のものではなく，あくまでも「理論と実務の架橋」を図る
ことにより，国際競争場裏において産業界・実業界等で求められる専門職（プロフェッション）そのも
のの確立を支え，プロフェッショナル集団を強固に形成する上で重要な役割を果たすことが期待されて
発足した仕組みであって，大学院教育にこのような役割を果たすことが求められ，また，役割を果たす
ことについて十分な見通しを得られる人材養成の分野においてのみその発展が期待されるものである。

このため，専門職学位課程の評価について，大学関係者が，関係する業界，職能団体等を含めて組織
的な専門的評価機能を発展させていくことが強く求められる。
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7－1 新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－（答申）
（平成17年９月５日）③

○ 人社系大学院の専門職学位課程
専門職学位課程は，社会の各分野において国際的に通用する高度専門職業人の養成に特化した課程で

あるが，とりわけ社会科学分野を中心に，今後，その大幅な拡充が期待される。

その際，設置の構想段階から，大学と関係の業界や職能団体とが十分に連携しつつ，社会の要請を十
分に見極めるとともに，同時に，大学院における専門職学位課程としてふさわしい教育水準が維持され
ることが重要である。

○ 理工農系大学院の専門職学位課程
これまで修士課程及び博士課程（前期）において，高度専門職業人を養成してきた実績を踏まえつつ，

各大学院が人材養成目的に沿って対応していく必要がある。

○ 医療系大学院の専門職学位課程
医療疫学，医療経済，予防医療，国際保健，病院管理等の幅広い分野を含む公衆衛生分野の大学院に

ついては，高齢化等の進展に対応して，また，医学，歯学，薬学等のヒトを対象とした臨床研究・疫学
研究の推進を図るためにも，公衆衛生分野における高度専門職業人の育成が課題となっている。このた
め，欧米の状況も踏まえ，2年制の専門職大学院として，大学院の整備を進めていくことが必要である。

なお，米国等におけるメディカル・スクール，デンタル・スクール制度を，我が国に導入することに
ついては，現在進められている医学・歯学の学部教育改革の状況や，卒後初期臨床研修制度及び後期専
門研修制度との関連，さらにこの制度の導入による基礎医学・歯学研究への影響などを十分踏まえる必
要があるほか，大学学部教育全体への影響など，多角的な検討と十分な議論を必要とすることから，今
後，中期的な課題として関係者による十分な検討が必要である。
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7－2 グローバル化社会の大学院教育～世界の多様な分野で大学院修了者が活躍するために～答申
（平成23年１月31日）①

４ 大学院教育の改善方策
（３）専門職大学院の質の向上

専門職大学院制度は，社会経済の各分野で指導的役割を果たすとともに，国際的にも活躍するための知見と応用力
を有する高度専門職業人を養成することを目的として創設されたものである。

専門職大学院の急速な広がりに伴い，社会的要請を踏まえたカリキュラムの在り方や産業界等との連携，他の学位
課程や学校種との関係等についての諸課題が指摘されていることから，制度創設の理念に立ち返り，本来の役割や機
能に照らし合わせて，その在り方を再検討する必要がある。

＜専門職学位課程の教員組織に関する検討＞
学士課程，修士課程又は博士課程を担当する教員は，教育研究上支障がない場合には，他の学位課程の教員等がこ

れを兼ねることができることとされているが，専門職大学院については，設置基準上必ず置くこととされる専任教員
（以下「必置教員」という。）は，他の学位課程の必置教員数に算入できないこととされている。これは，専門職大
学院における教育に専念する教員の充実を図り，教育の質を担保することや，専門職大学院の独立性を確保すること
の必要性によるものである。

他方，専門職大学院の制度発足の円滑な移行を図る観点から，制度創設後10年間の特例として，他の学位課程の必
置教員数への算入が認められているが（専門職大学院設置基準附則第２項），この特例は平成25年度で終了する。

このため，特例措置終了後の教員組織の在り方について，専門職大学院制度の趣旨を踏まえて対応する必要があ
る。

その際，理論と実務の架橋を目的とする専門職学位課程における教育資源の蓄積を支える研究活動の活性化，教員
の養成機能の維持・向上，進学を希望する学生への対応，国際競争力への影響などを勘案すると，専門職学位課程と
博士課程（後期）の接続を図ることは重要である。

また，大学における教育と研究は一体であり，学位課程及び専攻ごとの目的や役割の違いを踏まえつつも，相互に
連携協力を図り全体として教育研究水準を向上させることが重要であることから，教員が学位課程及び専攻の壁を超
えて相互に連携協力することや，流動性の高い教員組織の整備を積極的に推進することも重要である。

これらのことを踏まえ，教育研究の質保証の観点に留意しつつ，上記特例措置終了後の専門職学位課程の教員組織
の在り方や制度的対応の取扱いについて検討することが求められる。
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7－2 グローバル化社会の大学院教育～世界の多様な分野で大学院修了者が活躍するために～答申
（平成23年１月31日）②

＜認証評価の見直し＞
専門職大学院の認証評価については，認証評価機関が存在しない場合に，自己点検・評価とその外部検証で代替す

ることが可能とされているが（学校教育法施行規則第167条第２号），専門職大学院の質保証の観点から，この特例
措置を廃止することが適当である。

また，各認証評価機関は，恒常的に大学の質を保証するためにも，評価基準や実施方法を不断に検証し改善してい
く必要があり，カリキュラムの充実度，学生の修了後の進路や，教員の資質・能力等の向上のための取組状況などの
項目を導入することにより，より質に重点を置いた評価を行っていくことが望まれる。また，そのための関係規定の
改正なども検討する必要がある。

＜実務家教員の明確化＞
実務家教員に関し，法令上は，専任教員に占める割合の下限は規定されているが，専門職大学院ごとの実務家教員

の取扱いが様々となっている現状を踏まえ，専任教員の定義，専任教員に占める実務家教員の割合の取扱い等の明確
化の検討が必要である。

＜優れた理論と実務教育のバランスに配慮した柔軟な教育プログラムの提供＞
専門職大学院は，高度専門職業人の養成に特化し，国際的に通用する高度で専門的な知識・能力を涵養する役割を

担っていることから，優れた理論と実務教育のバランスに配慮した体系的なカリキュラムの確立が不可欠である。そ
の上で，学部新卒者や職業人など背景の異なる学生の多様なニーズに配慮した教育内容の充実を図る必要があり，実
務経験や分野の特性に応じた２年未満の標準修業年限の設定などを含め，教育上の必要に応じた柔軟な対応も求めら
れる。

このため，産業界や職能団体等との連携協力により，基礎的な知識・能力に関する共通的な到達目標の設定や教材
開発等の取組を促進するとともに，特色ある教育拠点の形成を促進し，修了者が社会で能力を発揮し評価される環境
を整える必要がある。
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大学院改革の進展 大学院を巡る国内外の情勢大学院重点化20年後の課題
・平成３年～１２年の「大学院重点化」により、

大学院が量的に拡大
（平成３年から２６年にかけて
大学院数が1.9倍、大学院生数が2.5倍）

・平成１７年以降、大学院教育の実質化が進展
「博士課程教育リーディングプログラム」等

により先進的な取組が展開

・優秀な日本人の若者の博士離れが進行
・教員の負担増加
・学生数が極端に少ない小規模専攻数の

増加

高度な専門的知識と倫理観を基礎に自ら考え行動し、新たな知及びそれに基づく価値を創造し、グローバルに活躍し未来を牽引する

「知のプロフェッショナル」 育成のための大学院改革を推進

・若手人口の大幅な減少
（平成34年の25歳～44歳人口：
平成24年に比べ20％減少見込み）

・我が国の経済的優位性や競争力の低下，新たな基幹産
業創出への期待

・諸外国：高度人材（自国・留学生）の増加と活躍
（例：シリコンバレーでは、大学院生の起業が社会変革の一翼）
・地球規模の課題の深刻化

七つの基本的方向性と「卓越大学院」の形成七つの基本的方向性と「卓越大学院」の形成

企業と協働した教育課程の開発・実施
企業研究者と大学教員の人事交流の推進
（知財ルールの整備、クロスアポイントメント制度の活用）

大学院生の産学共同研究への参画、修士卒の優秀な
社会人の博士号取得促進
社会人向けの職業実践力を育成するプログラムの認
定制度の創設と奨励

②産学官民の連携と社会人学び直しの促進

制度全般を検証の上、１年以内に見直し
て、人材養成機能を抜本的に強化
（国際的に通用するアクレディテーション機関からの評価の受審を促進等）

法科大学院の組織見直しの促進や、教育の質の
向上等の集中改革

③専門職大学院の質の向上

「卓越大学院（仮称）」を形成

学位授与・教育課程編成・入学者受入れの方針の一体
的な策定・公表の促進

研究科や専攻の枠を超えた幅広いコースワークから
研究指導につながる教育課程の編成の促進
厳格な成績評価と修了認定による学生の質保証

研究倫理教育の実施、博士論文の指導・審査体制の改
善
将来の大学教員の教育能力を養成するシステムの構築

体系的・組織的な大学院教育の推進と
学生の質の保証

国際的アドミッション体制の整備
学生・教職員の国際交流の推進

惹き付けるための環境整備
⑤世界から優秀な高度人材を
惹き付けるための環境整備

「審議まとめ」の方針を計画的に実行するため

「第３次大学院教育振興施策要綱（文部科学大臣決定）」（平成２８年度～）の策定へ

7－3 未来を牽引する大学院教育改革～社会と協働した「知のプロフェッショナル」の育成～（審議まとめ）概要

キャリアパス多様化のための全学的支援と産
業界の理解の促進

（大学の専門的職員へのキャリアパスの充実）

修了者の活躍状況の把握・公表の促進
（認証評価制度にて進路状況を評価）

進路の可視化の推進
④大学院修了者のキャリアパスの確保と

進路の可視化の推進

社会的・学術的需要を踏まえた学生数の見直
し
小規模専攻の見直し

規模の確保と機能別分化の推進
⑥教育の質を向上するための
規模の確保と機能別分化の推進

「２割の学生への生活費相当額程度の受給」
達成に向けた多様な財源による支援の拡大
（企業・国立研究開発法人におけるＲＡ（リサーチアシ

スタント）雇用の促進）

⑦博士課程（後期）学生の処遇の改善

ＲＵ１１（※）における
修士から博士への進学率が低下

（10年で約７％減少）

※ＲＵ１１：北海道大、東北大、筑波大、東京大、東京工業大、
名古屋大、京都大、大阪大、九州大、慶應義塾大、
早稲田大

世界最高水準の教育力と研究力を備え
人材交流・共同研究のハブとなる

①体系的・組織的な大学院教育の推進と
学生の質の保証

【期待される領域例】
・国際的優位性・卓越性を示している領域
・文理融合・学際・新領域
・新産業の創出に資する領域
・世界の学術の多様性確保へ貢献が期待される領域

【検討スケジュール】
・27年度中目途：産学官からなる検討会を設置

（分野の設定や複数機関が連携する仕組みについて示す）

・28年度～：大学における企業との連携による構想
作りなど、具体化に向けた取組を開始

平成27年９月15日
中央教育審議会大学分科会
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【未来投資戦略2017―Society 5.0 の実現に向けた改革―（平成29年6月9日閣議決定）】

ⅰ）個々の働き手の能力・スキルを向上させる人材育成・人材投資の抜本拡充

・専門職大学院の特色や強みをいかすため、他の課程の専任教員を兼務可能とする制度改正等について議論し、本年秋
を目途に必要な見直しを行う。既存の経営系大学院から専門職大学院への移行促進や、産業界との連携による教育プロ
グラムの共同開発等により、企業等の高度な専門性を有するグローバル経営人材や地方の産業等を担う経営人材の養成
機能の充実強化を図る。

【経済財政運営と改革の基本方針2017について（平成29年6月9日閣議決定）】
（２）人材投資・教育

・サービス産業の生産性向上を担う経営人材を育成するため、大学等における食分野、観光分野等の実践的な専門教育プロ
グラムの開発を促進

【教育再生実行会議 第9次提言（平成28年5月20日）】
（４） 特に優れた能力を更に伸ばす教育、リーダーシップ教育
〔リーダー育成などの取組の普及、支援〕
グローバルな競争環境の中で、今後も我が国の社会・経済の成長を維持できるよう、国、大学は、次代を牽引する人材を育成す

るため、特に専門職大学院における企業経営のリーダーやイノベーションを創出する人材等を育成する取組を強化する。

【まち・ひと・しごと創生基本方針2017について（平成29年6月9日閣議決定）】
①地方創生に資する大学改革

地方創生の実現に当たり、大学の果たすべき役割は大きいが、大学の特色作りが十分でない、また、地域の産業構造への変
化に対応できていないとの指摘もある。そのため、地域に真に必要な特色ある大学の取組が推進されるよう、産学官連携の下、地
域の中核的な産業の振興とその専門人材育成等に向けた優れた地方大学の取組に対して重点的に支援する。

7－4 閣議決定文書等について①（専門職大学院関係抜粋）
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【自民党 教育再生実行本部高等教育部会提言（平成２８年４月４日）】
グローバルな競争激化や人口減少社会の到来を踏まえ、日本社会・経済の活力を維持するためには、イノベーション力・クリエ

イティビティの強化、ならびに労働生産性革命が必須である。
そのためには、高等教育機関（特に専門職大学院）が成長戦略の拠点となり、社会、地域、特に企業が必要とするイノベーショ

ン人材・経営人材の育成に今まで以上に取り組まなければならない。
１．成長戦略における高等教育の姿

専門職大学院については、サービス産業等の生産性向上により一層貢献できる人材を輩出し得るものとなるよう、質の向上を
図る
２．生産性向上による成長戦略に向けての日本のビジネススクールの在り方

○以下のような各ビジネススクールの特徴を伸ばす振興策が必要
①グローバルトップ型（グローバル企業の経営力強化、海外トップビジネススクールとの交流促進、世界TOP100に5校）
②地域密着型（地方の中小・小規模企業の経営力強化）
③産業分野特化型（観光業、農業・食料産業、ファッション産業、コンテンツ産業、スポーツ産業、ビューティ産業、知的財産

など）
○日本型のキャリア形成に向けた方策を講ずることが必要

・ノンディグリープログラム（学位なし）、短期集中プログラム（平日夜間、土日集中など）、オーダーメイド型プログラム（企業
単位）等

○ICTを活用したプログラムの提供方策を講ずることが必要
４．ビジネススクールの教育体制

○学部、研究科等と専門職大学院との連携について
・社会のニーズにあわせた組織の再編を促すため、専任教員のカウントの在り方について改善を図ることが必要

○実務家教員等の確保、基準の在り方について
・実務家教員とアカデミック教員のバランスが取れた教員組織とするための基準の見直しを図ることが必要

○企業等のニーズを踏まえた核となる科目の明確化・可視化
・企業や経済団体との連携によりコアカリキュラムを策定し、ビジネススクールでの教育を可視化することが必要

○ファカルティ・ディベロップメント（FD）の在り方について
・実務家教員とアカデミック教員が連携したFD手法の構築が必要

7－4 閣議決定文書等について②（専門職大学院関係抜粋）
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【クールジャパン人材育成検討会第1次とりまとめ～クールジャパンビジネスの持続的発展に向けて～（平成29年5月26日）】
① 高度経営人材育成の必要性、課題

ビジネス環境がめまぐるしく変化し、消費者ニーズが多様化する中にあって、産業の新たな価値の創出や労働生産性の向上
を実現しながらクールジャパン関連産業が持続的に発展していくため、産業をけん引できる「高度経営人材」を育成・確保する必
要性が高まりつつある。

クールジャパン関連産業を担う高度経営人材が備えるべき性質の特徴として、専門スキルを理解し、分野横断的なマネジメン
トスキルに加え、業界に特化した高度なマネジメントスキルを合わせ持つ必要性が高いことが挙げられる。

特に、メディアコンテンツ、ファッション、食などの分野においては、高収益・高成長を実現するためにグローバルな成長を志向
する動きが活発化しており、海外市場におけるマーケティングとチャネル開拓、クロスボーダーM&Aの指揮、多国籍チームのマ
ネジメント等ができる高度経営人材の必要性が増していくと考えられる。

これを踏まえ、海外では、コーネル大学やＥＳＳＥＣ2やＣＩＡ（Culinary Institute of America）3など、分野特化型の経営人材等の
育成のための教育機関が存在するが、日本において高度経営人材は、①大学等を卒業して就職し、②いくつかの現場職を経験
した後、③マネジメント職へ転じ、ＯＪＴ等を通じて経営スキルを習得することによって育成される場合が多く、高度経営人材を育
成する専門的、実践的な教育機関が不足しているとの指摘がある。

(3) 今後の対応の方向性
本検討会での議論を踏まえ、高度経営人材の育成に向け、以下の取組を推進する。

○ 教育機関と産業界とが連携した、高度経営人材育成に向けた取組（分野特化型のＭＢＡコース等の設置）を支援する。
【文部科学省、観光庁、経済産業省等】

○ クールジャパン関連産業に関連した高度経営人材の養成がより効果的に行われるよう、ビジネスの一線で活躍する実務
家の教員としての柔軟な任用、任期付き採用等の活用などによる教育内容や研究の質の維持・向上を促進する。
【文部科学省】

○ 国内教育機関等と、高度経営人材の育成に関するノウハウ等を有する海外教育機関との連携・提携を推進する。
【文部科学省、観光庁、経済産業省、農林水産省】

〇 観光、食等の分野の中間管理職等向けに短期で、あるいは就業しながら、必要な科学的・ビジネス的知識やマネジメント
を学ぶことができる人材育成の取組を促進する。
【観光庁、経済産業省等】

7－4 閣議決定文書等について③（専門職大学院関係抜粋）
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○経営系専門職大学院教育による先導的経営人材養成機能を抜本的に強化するため、以下の調査研究を行う。
①国内外の経営系専門職大学院やその修了生及び産業界のニーズ等の実態調査
②経営系専門職大学院で学ぶすべての学生が習得すべきと考えられる学習内容、共通的な到達目標であるコアカリキュラムを策定し、コアカリキュ

ラムを実施するためのモデルとなる教育プログラムの開発
③産業界のニーズに応えうる教育プログラムの開発や、教員の教育指導能力の開発等、コアカリキュラム以外の機能強化に資する取組の調査研究
④長期的視点からの経営系専門職大学院の在り方及び海外の主要な認証評価機関に関する調査研究

事業概要 平成２８年度予算額 ０．８億円（新 規）

文部科学省• 委託事業内容の策定
• 事業の選定及び選定された事業の実施に係る調査審議に関する事項

・国内外の経営系大学院に関す
る実態調査

・国内外の経営系大学院修了生
の実態調査

・産業界の経営系大学院に対す
るニーズ等に関する調査

適時相談・進捗報告

先導的経営人材養成機能強化促進委託事業推進委員会

・産業界のニーズに応えうる教育プログラ
ムの開発についての調査研究

・経営系専門職大学院における教員の教
育指導能力の開発についての調査研究

・経営系専門職大学院の教育を推進する
ための産学連携のあり方についての調査
研究

② ビジネス分野
コアカリキュラム策定

【実施主体】 神戸大学

① 実態調査
【実施主体】 工業市場研究所

データの提供
ビジネス分野コアカリキュラム策定

委員会（仮称）

② ＭＯＴ分野
コアカリキュラム策定

【実施主体】 山口大学

設置

③ 経営系専門職大学院の機能強化に
資する取組についての調査研究

【実施主体】 同志社大学

データの提供
連携

連携

実施主体

連携

実施体制

MOT分野コアカリキュラム策定
委員会（仮称）

データの提供

連携

10年、20年先のビジネス社会で必要とされる人材像を踏まえた
経営系専門職大学院の在り方及び海外の主要な認証評価機関に関する調査研究

④ 長期的視点からの経営系専門職大学院の在り方
及び海外の認証評価に関する調査研究

【実施主体】 一橋大学

連携・データの提供

7－5 平成28年度「先導的経営人材養成機能強化促進委託事業」①
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本調査の背景・目的
○ 国内の人口が減少する中、産業の持続的な発展や国際競争力の向上を目指すためには、高度な経営知識・能力を身に付けたビ

ジネス人材の育成が一層不可欠。
○ 経営系専門職大学院（ビジネス・ＭＯＴ分野）が社会から高い評価を得て、将来に向けて発展を遂げていくためには、教育プ

ログラムのより一層の充実が必要。

その他
本調査が提言するコアカリキュラムを活用して教育の質の向上を図るとともに、時代の変化に応じたコアカリキュラムの見直しをスムーズに実現す
るために、「経営系専門職大学院連絡協議会」等の大学間の横のつながりを構築する組織体を新たに設けることが必要となると考えられる。

経営系専門職大学院（ビジネス分野）で学ぶすべての学生が修得すべきと考えられる学習内容、
共通的な到達目標であるコアカリキュラムの開発を実施

提言内容（コアカリキュラム）

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

全
体
像

コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

提
言
対
象

各大学院の
独自性を考慮

領域 学習到達目標（一部抜粋）

①組織行動・人的資源管理系
ＨＲＭ（人的資源管理）や雇用システムに関わる基本概念を理解するとともに、この概念にもとづ
いたビジネスの実践を理解し、的確に思考や実践を導くことができる。

②技術とオペレーションの
マネジメント系

技術変化やイノベーションのメカニズムについてその背景やロジックにさかのぼって理解し、その
知識をビジネスの実践に適用して的確に思考や行動を導くことができる。

③マーケティング系
マーケティング・コンセプト（顧客志向）という概念について、その背景やロジックにさかのぼっ
て理解するとともに、この概念をビジネスの実践に適用して的確に思考や行動を導くことができる。

④会計・ファイナンス系
主要財務諸表の構成要素と要素間の関係について、その背景やロジックにさかのぼって理解すると
ともに、この概念をビジネスの実践に適用し、的確に思考や行動を導くことができる。

⑤経営戦略系
競争戦略という概念をについて、その背景やロジックにさかのぼって理解するとともに、この概念
をビジネスの実践に適用して的確に思考や行動を導くことができる。

○各校独自の魅力ある教育を展開するカリキュラム編成を行い、さらにそのカリキュラムのもとでの教員配置や授業内容、成績評価方法等について、定
期的に確認、点検を行う運営体制を整える必要がある。
○５つの領域に対応する独立した５つの科目を設けるのではなく、複数の領域を１つの科目で総合的に扱うことにより、共通学習到達目標を達成すると
いう方法も可能。
○５つの領域の習得においては、ケーススタディ、プロジェクト演習、論文作成、インターンシップ等の教育方法を取り入れることが望ましい。

■最低限の共通の学習事項
■ビジネス教育において

標準的な定義が存在

■背景やロジックを踏ま
えて深い理解を導く

■実務に的確に活用す
る能力を養成する

【共通学習到達目標の設計方針】

7－5 平成28年度「先導的経営人材養成機能強化促進委託事業」②
経営系専門職大学院（ビジネス分野）におけるコアカリキュラム＜概要＞（受託機関：神戸大学））
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本調査の背景・目的
○ 国内の人口が減少する中、産業の持続的な発展や国際競争力の向上を目指すためには、高度な経営知識・能力を身に付けたビ

ジネス人材の育成が一層不可欠。
○ 経営系専門職大学院（ビジネス・ＭＯＴ分野）が社会から高い評価を得て、将来に向けて発展を遂げていくためには、教育プ

ログラムのより一層の充実が必要。

経営系専門職大学院（ＭＯＴ分野）で学ぶすべての学生が修得すべきと考えられる学習内容、
共通的な到達目標であるコアカリキュラムの開発を実施（平成21年度に策定したものを改定）

提言内容（コアカリキュラム）

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

全
体
像

領域 中項目（一部抜粋）

①ＭＯＴの概念的理解 「ＭＯＴの定義」「ＭＯＴの歴史的経緯」「ＭＯＴからみる新概念の習得」

②技術と社会 「技術者倫理・科学者倫理」「科学・技術と社会」「技術と標準化」等

③企業戦略 「経営理念（ミッション）」「全社戦略」「競争戦略」「事業戦略」

④組織・人材 , 企業倫理 「組織の定義」「組織のデザインとマネジメント」「リーダーシップ」等

⑤経済システム 「消費者の行動」「企業の行動」「市場のメカニズム」

⑥マーケティング 「市場機会の発見と分析」「市場への働き掛け」「顧客との対話」

⑦会計・財務 「財務諸表」「原価計算」「資金調達と企業価値評価」

⑧分析手法 「数理・統計学的アプローチ」「社会科学的アプローチ」

領域 中項目（一部抜粋）

①イノベーション・マネジメント
「イノベーションの定義」「オープン・イノベーション」「企業経営とイノ
ベーション」「社会的イノベーション」 等

②知的財産マネジメント 「知的財産と知的財産権」「権利化」「外部連携におけるマネジメント」 等

③技術戦略と研究・開発マネジメント
「技術の概念」「企業や事業の目的とその達成のための技術戦略」「技術獲得
アプローチ」「研究と開発の役割と活動」 等

④オペレーションズ・マネジメント
「生産システム」「評価指標」「総合的品質管理」「サプライチェーンマネジ
メント」 等

【基礎学習項目】

【中核学習大項目】

【創造領域】

○ 将来直面する可能性のある様々な実務課題に対する創造的な解決策を導くためのアプローチ方法を体得させる。
○ 社会（「出口」）を強く意識した教育内容とし、各大学のディプロマポリシーとの整合性をとる。
○ 「基礎学習項目」「中核学習大項目」に示した内容を修得した上で、技術と経営の複眼的視点に立脚した領域である。

…コアカリキュラム提言対象

7－5 平成28年度「先導的経営人材養成機能強化促進委託事業」③
経営系専門職大学院（ＭＯＴ分野）におけるコアカリキュラム＜概要＞（受託機関：山口大学））
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・全経営系専門職大学院においてＦＤは実施しているものの、研究科独自のＦＤを実施する大学と実
施しない大学に分かれた。

・ＦＤにおける課題は「全員参加とならない」「教員のコミットメント状況に格差がある」「取組が
継続しない」ことであり、ＦＤの必要性に対する認識が低い傾向であった。

・授業評価は担当者のみにフィードバックする傾向が強く、他教員に対する授業評価結果を共有する
大学院は1割程度であった。また、あまり学生に対して緻密にフィードバックされていない。

・一部実務家教員と研究者教員とで共同プロジェクトを行う大学がある一方、両者の連携を意図する
ＦＤは十分に実施されていない。

本調査の背景・目的

○ 経営系専門職大学院の人材育成機能の強化を図るため、産業界のニーズに応えうる教育プログラムの開発や経営系専門職大学院における
教員の教育指導能力の開発についての調査研究など、経営系専門職大学院の共通的課題について調査研究を行うことを目的とする。

各調査結果概要

産業界のニーズに応えうる
教育プログラムの開発
についての調査研究

【エグゼクティブ・プログラム（ EMBA ）】
・我が国及び海外のビジネススクールにおけるEMBAの実践状況を調査するとともに企業を対象とし
て、各社の人材育成においてEMBAがどのように知覚されているかを把握するための調査を実施。
→ EMBAを開設している大学院は５校に留まるものの、特に大企業からの期待が高い。中小企業にお

いては認知度自体が低いため、これを上げる活動が必要。また、正規プログラムへの学生の誘導と
いう観点から、非正規プログラムとしてのEMBAの実施は有効である。

→海外のビジネススクールのEMBAの受講料は7～15万円（1人/日）と我が国と比べて高価格。
（価格に見合った価値と金銭的価値の観点から見たプログラム設計、教授法と教材が確立している）

→EMBAを成功させるためには優秀な事務局の確保が重要。
（海外と比べて圧倒的に少ない。1プログラムにつき2～3名の専任職員が必要）

→受講者確保のための広報活動の充実
（HPやSNSでの告知のみならず、企業人事部への訪問説明、トップマネジメントとの意見交換、経済
団体との協業等を通じたきめ細やかな広報活動を地道に継続することが必要）

教員の指導能力の開発
についての調査研究

産学連携の在り方
についての調査研究

・優れた能力を有する実務家教員を確保することが経営系専門職大学院では重要な課題であるもの
の、そのような教員は企業等の経営実践の場においても重要な役職を有しており、大学院側のニー
ズを満たす常勤の実務家教員を確保することは極めて困難な状況である。

・現状では非常勤講師やゲストスピーカーとしての招聘することが必要。

7－5 平成28年度「先導的経営人材養成機能強化促進委託事業」④
経営系専門職大学院の機能強化に資する取組についての調査研究＜概要＞（受託機関：同志社大学））
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◆デジタル破壊の結果、現在の4割の企業は5年以内にトップテンから圏外に→10～20年後には主要業界が一変する。
◆ＡＩの活用は企業活動において必須となる。
◆新しい基幹産業が登場する。（エネルギー、農業、バイオテック、情報、物流等）
◆ 2045年に人工知能が人間の能力を上回ると予測される。（シンギュラリティ（Singularity））

本調査の背景・目的

○ 10年、20年先のビジネス社会とそこで必要とされる人材像を想定し、当該人材を養成するために必要となる我が国の経営系専門職大学院
の在り方について提言を行う。

○ 我が国の経営系専門職大学院の人材養成機能の強化の観点から、世界的な認証評価機関の評価手法を分析することを目的とする。

今後迎える社会の変化

シンギュラリティを展望した
欧米ＢＳの変化

シンギュラリティを展望した
我が国のＢＳの危機

シンギュラリティを展望した
国際認証機関の変化

【欧米のＢＳが直面する危機と改革の方向性】
○デジタル破壊の危機

→Blended Learning（ネット上での議論と教室の
授業、フィールドワーク等を連動させた授業）
が教育の主流となると考える。

○コア科目のコモディティ化
→コア科目はスクールを超えた共通科目化、
ネット化が加速。

→新たな授業科目の開発と提供（データ分析、
リベラルアーツスクールとの連携）

○グローバルネットワーク化
→ダブルディグリーを提供できないＢＳは後退
→アジア、アフリカのＢＳの成長

【日本のＢＳが直面する危機】
◆世界とのずれ

○コアカリキュラムが存在しない
→世界連携の枠外に置かれる
→アジアのＢＳに凌駕される

○研究軽視
→研究を行わないＢＳは国際認証を得られない
→実務家教員でも研究活動は必須

○Blended Learningの遅れ
→デジタル時代を担う人材育成ができない

【改革の方向性と新しい認証基準】
○従来とは全く異なる産業やサービスが台頭する

中、それでも変わらない普遍的な人間性に焦点
を当てた教育を重視
→研究力の重視（学術的に高く評価され、かつ
プロフェッショナルな教員の存在が不可欠）

○グローバル化への対応
→多様なＢＳのモデルを認める

○ネットワークの構築
→各国との連携を可能とするフレキシブルな教
育カリキュラムを構築する必要

我が国のＢＳの今後の方向性

変化に対応できるＢＳ
→ＡＩ、デジタル化、よりダイナミックかつ複雑に進化するグローバル化が求める新しいカリキュラムや教育方法の確立が必要。

ディグリーとノンディグリーの二本柱とする教育プログラムの提供
→ディグリーにおけるＥＭＢＡプログラムの強化。新しい専門知識に対応するためのノンディグリーにおけるスペシャリスト教育の充実。

グローバルネットワーク連携の更なる発展
→世界中から学生を集めるため、世界にない独自の教育コンテンツの開発が必要不可欠。

7－5 平成28年度「先導的経営人材養成機能強化促進委託事業」⑤
10年、20年先のビジネス社会で必要とされる人材像を踏まえた経営系専門職大学院の在り方

及び海外の主要な認証評価機関に関する調査＜概要＞（受託機関：一橋大学））
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【中教審専門職大学院ワーキンググループ報告書（平成28年8月10日）】（抜粋）
◆はじめに

少子高齢化が急激に進展する我が国が持続的な成長を継続するためには、高度な専門性が要求される分野にお
いて国民一人一人の労働生産性を向上させることが喫緊の課題であり、高度専門職業人養成機能の抜本的な充実
強化が必要である。

◆２．教育課程等
（１）コアカリキュラムの作成
○教育の質保証と教育内容を可視化する観点から、コアカリキュラムを、各分野において、ステークホルダー
や認証評価機関、学会等の参画を得た上で策定し、必要に応じて更新することを促すことが必要である。

日本再興戦略2016－第4次産業革命に向けて－（平成28年6月2日閣議決定）（抜粋）

◆高等教育等を通じた人材力の強化

⑤専門職大学院、高等専門学校、専修学校における高度専門職業人養成機能の充実

日本経済の成長を支える経営人材を質・量ともに豊かに輩出し、サービス産業等の生産性の向上を図るため、
経営系専門職大学院について、グローバル化や地域密着、発展が見込まれる特定分野の強化といった各校の特徴
を伸ばす形での人材養成機能の充実を図る。また、専門職大学院制度を早急に見直し、学生や産業界など多様な
関係者の視点を取り入れた評価の充実、国際的評価機関による評価の促進、学部・研究科等との連携の促進、企
業等のニーズを踏まえた核となる科目の明確化等を進める。

（課題・背景） 平成２９年度予算 ０.６億円（新 規）

「日本再興戦略2016－第4次産業革命に向けて－（平成28年6月2日閣議決定）」や中教審専門職大学
院ワーキンググループの報告書等において、若年人口が急速に減少していく我が国が、持続的な成長を維
持するためには、国民一人一人の労働生産性を向上させることが必須であり、専門職大学院における高度
専門職業人養成機能の一層の充実強化を図ることが喫緊の課題と提言されている。

ビジネス・ＭＯＴ分野のコアカリキュラム等の実証・改善

平成28年度事業※で実施する修了生や企業等の実態調査や策定されるコアカリキュラム等（ビジネス・MOT分野）を基に、以下の調査研究を行う。

成長分野や産業界のニーズが高い分野の
モデルとなる教育プログラムの開発

文部科学省
高度専門職業人養成機能
強化促進委託事業推進委

員会 設置

求められる教育内容等について
調査委託・所要の指導・助言

定期的に進捗状況を報告

○平成28年度事業で策定されたコアカリキュラム等について、各専門職
大学院のカリキュラムと比較・検証するなど、ステークホルダーの参画
を得てブラッシュアップする。

○平成28年度事業で得られた企業等に対する実態調査の結果等を活用
し、成長分野や産業界のニーズが高い分野に関する教育プログラム
を開発する。

（例えばホスピタリティ、アグリビジネス、アントレプレナー、知財、コンテンツ等）

（事業概要）

（実施体制）

（出典） 通商白書2013年版

○労働生産性の国際比較（米国を100とした場合／2009年）

調査研究テーマごとに委員会を設置し、全国の関係機関より参画を得て事業を実施

※「先導的経営人材養成機能強化促進委託事業」

実施主体校

同分野大学院
（修士課程）

同分野大学院
（専門職学位課程）

認証評価機関
職能団体

関係業界団体

・社会（「出口」）との連携強化による社会（「出口」）
のニーズを踏まえた教育の提供

・専門職大学院の教育の質の向上
・教育内容の可視化による社会的認知度の向上
・特定分野を牽引する高度専門職業人の養成

我が国の労働生産性の向上
地方創生への貢献

7－6 平成29年度「高度専門職業人養成機能強化促進委託事業」①
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●京都大学
経営系専門職大学院（ビジネス分野）におけるコアカリキュラム等の実証・改善に関する調査研究

「ビジネス分野コアカリキュラム実証委員会（仮称）」による総括の下、日本経団連等の経済団体、一般社団法人ABEST21等の認証評価機関や学会との連携や、全ての
経営系専門職大学院・専門職大学院以外の希望する経営系大学院に意見を聞く「ビジネス分野コアカリキュラム討論フォーラム（仮称）」により、コアカリキュラムの実証・
改善を行う。加えて、 「ビジネス分野コアカリキュラム実証委員会（仮称）」の下にワーキンググループを設置し、平成28年度委託事業の「ニーズ等調査」について総合的に
分析を行い、分析結果や産業界・修了生の評価や改善意見を総合的に踏まえ、日本の経営系大学院の教育研究の質の向上に資する戦略的提言をまとめる。

●山口大学
経営系専門職大学院（MOT分野）におけるコアカリキュラムの実証・改善に関する調査研究

産業界や海外大学等の委員からなる「MOT分野コアカリキュラム実証委員会」を中心に「MOT協議会」「ビジネス分野コアカリ実証・改善研究実施主体（京都大学）」「認証
評価機関」「関連学会」と連携を図り、コアカリキュラムの実証・実施に向けた改善提案を行う。その成果を「MOT教育コアカリキュラム活用ガイドライン」にまとめ、他の技術
経営系専門職大学に対してFD研修を実施する。

●筑波大学
有職社会人を対象とした「社会科学型データサイエンティスト育成プログラム」開発事業

「経営学領域」「数理・情報技術領域」「法律領域」の知の融合を図り、有職社会人を対象とした「実務」「分野」「データ」「解析」に必要な能力を総合的に教育するプログ
ラム開発を行う。「筑波大学国際プロフェッショナル専攻」「経営システム科学専攻」「企業法学専攻」の3専攻が協力のうえプログラムの開発・実施を行い、ビジネス界の
ニーズに呼応した教育プログラムをより効果的に開発するため、（一社）データサイエンティスト協会が参画する。加えて外部有識者とビジネス科学研究科修士課程修
了者により構成する2種類の評価委員会によりプログラムの評価・助言を行う。

●東京工業大学
高次システム化対応教育プログラムの開発

有職若手技術者を対象に、専門性を基礎に実務での視野を広げるノンディグリープログラムを作成する。事業検討委員会が全体の方針決定と成果検証を行い、「必要
関連分野発見プログラム実施チーム」「社会化工学プログラム実施チーム」が、日本工営株式会社の協力を得てそれぞれカリキュラムと教材を作成する。

●香川大学
地方創生推進のための経営系専門職大学院機能強化事業～メディア・コンテンツ活用、国際化、ポストＭＢＡプログラム、ケースメソッドを軸に～

「メディア・コンテンツ」「国際化」「ポストMBAプログラム（修了生の継続学習・活動支援）」「ケースメソッド」を軸として4種類の教育プログラムを開発し、地域活性化に貢
献する実践的経営人材育成を強化する。自治体、地元企業、大学等からなる「地方創生推進のための教育プログラム開発検討会」を設置し、東京、イタリア、米国の各
種連携機関の協力を得る。

●関西学院大学
インバウンド需要に対応したMICE・地方観光人材の育成プログラムの企画

ホテルや地方観光のマネジメントに携わる社会人を想定し、将来のビジネスの中核を担う人材育成を図るプログラムを作成する。運営委員会が全体の進捗に責任を持
ち、プログラム検討委員会にて教材作成・パイロット講義等を行い、プログラム評価委員会が教育内容の妥当性等を検証するとともに、神戸ポートピアホテルでのイン
ターンシップを実施する。

成長分野や産業界のニーズが高い分野のモデルとなる教育プログラムの開発

ビジネス・ＭＯＴ分野のコアカリキュラム等の実証・改善

7－6 平成29年度「高度専門職業人養成機能強化促進委託事業」②
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【ビジネス・ＭＯＴ】 <平成29年5月1日現在>

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 小樽商科大学大学院 商学研究科 アントレプレナーシップ専攻 経営管理修士（専門職） 35 北海道 16年度

国立 筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 国際経営プロフェッショナル専攻 国際経営修士（専門職） 30 東京都 17年度

国立 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 経営・金融専攻 経営修士（専門職） 41 東京都 15年度

国立 東京農工大学大学院 工学府 産業技術専攻 技術経営修士（専門職） 40 東京都 17年度

国立 東京工業大学大学院 環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程 技術経営修士（専門職） 40 東京都 17年度

国立 長岡技術科学大学大学院 技術経営研究科 システム安全専攻 システム安全修士（専門職） 15 新潟県 18年度

国立 京都大学大学院 経営管理教育部 経営管理専攻 経営学修士（専門職） 80 京都府 18年度

国立 神戸大学大学院 経営学研究科 現代経営学専攻 経営学修士（専門職） 69 兵庫県 15年度

国立 山口大学大学院 技術経営研究科 技術経営専攻 技術経営修士（専門職） 15 山口県 17年度

国立 香川大学大学院 地域マネジメント研究科 地域マネジメント専攻 経営修士（専門職） 30 香川県 16年度

国立 九州大学大学院 経済学府 産業マネジメント専攻 経営修士（専門職） 45 福岡県 15年度

440

公立 兵庫県立大学大学院 経営研究科 経営専門職専攻
経営管理修士（専門職）
ヘルスケア・マネジメント修士（専門職）

45 兵庫県 22年度

公立 県立広島大学大学院 経営管理研究科 ビジネス・リーダーシップ専攻 経営修士（専門職） 25 広島県 28年度

公立 北九州市立大学大学院 マネジメント研究科 マネジメント専攻 経営学修士（専門職） 30 福岡県 19年度

100

私立 青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 国際マネジメント専攻 経営管理修士（専門職） 100 東京都 15年度

私立 グロービス経営大学院大学 経営研究科 経営専攻 経営学修士（専門職） 800 東京都 18年度

私立 事業構想大学院大学 事業構想研究科 事業構想専攻 事業構想修士（専門職） 30 東京都 24年度

私立 芝浦工業大学大学院 工学マネジメント研究科 工学マネジメント専攻 技術経営修士（専門職） 28 東京都 15年度

私立 中央大学大学院 戦略経営研究科 戦略経営専攻 経営修士（専門職） 80 東京都 20年度

私立 東京理科大学大学院 イノベーション研究科 技術経営専攻 技術経営修士（専門職） 60 東京都 16年度

私立 日本工業大学大学院 技術経営研究科 技術経営専攻 技術経営修士（専門職） 30 東京都 17年度

私立 法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科 イノベーション・マネジメント専攻
経営管理修士（専門職）
経営情報修士（専門職）

60 東京都 16年度

私立 明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 グローバル・ビジネス専攻 経営管理修士（専門職） 80 東京都 16年度

私立 早稲田大学大学院 経営管理研究科 経営管理専攻
経営管理修士（専門職）
ファイナンス修士（専門職）

255 東京都 28年度

私立 ＳＢＩ大学院大学 経営管理研究科 アントレプレナー専攻 経営管理修士（専門職） 60 東京都 20年度

私立 事業創造大学院大学 事業創造研究科 事業創造専攻 経営管理修士（専門職） 80 新潟県 18年度

私立 同志社大学大学院 ビジネス研究科 ビジネス専攻 ビジネス修士（専門職） 30 京都府 16年度

私立 立命館大学大学院 経営管理研究科 経営管理専攻 経営修士（専門職） 80 大阪府 18年度

私立 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 経営戦略専攻 経営管理修士（専門職） 100 大阪府 17年度

1,873

株立 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営学研究科 経営管理専攻 経営管理修士（専門職） 200 東京都 17年度

200

2,613

【会計】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 北海道大学大学院 経済学院 会計情報専攻 会計修士（専門職） 20 北海道 17年度

国立 東北大学大学院 経済学研究科 会計専門職専攻 会計修士（専門職） 40 宮城県 17年度

60

公立 兵庫県立大学大学院 会計研究科 会計専門職専攻 会計修士（専門職） 40 兵庫県 19年度

40

私立 千葉商科大学大学院 会計ファイナンス研究科 会計ファイナンス専攻
会計学修士（専門職）
税務ファイナンス修士（専門職）

70 千葉県 17年度

私立 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 会計プロフェッション専攻 会計修士（専門職） 80 東京都 17年度

私立 大原大学院大学 会計研究科 会計専攻 会計修士（専門職） 30 東京都 18年度

私立 明治大学大学院 会計専門職研究科 会計専門職専攻 会計修士（専門職） 80 東京都 17年度

私立 早稲田大学大学院 会計研究科 会計専攻 会計修士（専門職） 100 東京都 17年度

私立 関西大学大学院 会計研究科 会計人養成専攻 会計修士（専門職） 70 大阪府 18年度

私立 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 会計専門職専攻 会計修士（専門職） 70 兵庫県 17年度

私立 熊本学園大学大学院 会計専門職研究科 アカウンティング専攻 会計修士（専門職） 30 熊本県 21年度

530

株立
ＬＥＣ東京リーガルマインド
大学院大学

高度専門職研究科 会計専門職専攻 会計修士（専門職） 60 東京都 17年度

60

690

小計：株式会社立１大学　１専攻

合計：３０大学　３０専攻

小計：国立２大学　２専攻

合計：１２大学　１２専攻　

小計：公立３大学　３専攻

小計：私立１５大学　１５専攻

小計：公立１大学　１専攻

小計：私立８大学　８専攻

小計：株式会社立１大学　１専攻

7-7　平成29年度専門職大学院一覧

小計：国立１１大学　１１専攻
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【公共政策】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 北海道大学大学院 公共政策学教育部 公共政策学専攻 公共政策学修士（専門職） 30 北海道 17年度

国立 東北大学大学院 法学研究科 公共法政策専攻 公共法政策修士（専門職） 30 宮城県 16年度

国立 一橋大学大学院 国際・公共政策教育部 国際・公共政策専攻
公共経済修士（専門職）
国際・行政修士（専門職）

55 東京都 17年度

国立 東京大学大学院 公共政策学教育部 公共政策学専攻 公共政策学修士（専門職） 110 東京都 16年度

国立 京都大学大学院 公共政策教育部 公共政策専攻 公共政策修士（専門職） 40 京都府 18年度

265

私立 明治大学大学院 ガバナンス研究科 ガバナンス専攻 公共政策修士（専門職） 55 東京都 19年度

私立 早稲田大学大学院 政治学研究科 公共経営専攻 公共経営修士（専門職） 50 東京都 24年度

105

370

【公衆衛生等】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻 公衆衛生学修士（専門職） 30 東京都 19年度

国立 京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 社会健康医学修士（専門職） 34 京都府 15年度

国立 九州大学大学院 医学系学府 医療経営・管理学専攻 医療経営・管理学修士（専門職） 20 福岡県 15年度

84

私立 帝京大学大学院 公衆衛生学研究科 公衆衛生学専攻 公衆衛生学修士（専門職） 20 東京都 23年度

私立 聖路加国際大学大学院 公衆衛生学研究科 公衆衛生学専攻 公衆衛生学修士（専門職） 25 東京都 29年度

45

129

【臨床心理】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 九州大学大学院 人間環境学府 実践臨床心理学専攻 臨床心理修士（専門職） 30 福岡県 17年度

国立 鹿児島大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 臨床心理修士（専門職） 15 鹿児島県 19年度

45

私立 帝京平成大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 臨床心理修士（専門職） 15 東京都 23年度

私立 関西大学大学院 心理学研究科 心理臨床学専攻 臨床心理修士（専門職） 30 大阪府 21年度

私立 帝塚山学院大学大学院 人間科学研究科 臨床心理学専攻 臨床心理修士（専門職） 20 大阪府 19年度

私立 広島国際大学大学院 心理科学研究科 実践臨床心理学専攻 臨床心理修士（専門職） 20 広島県 19年度

85

130

【その他】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 東京大学大学院 工学系研究科 原子力専攻 原子力修士（専門職） 15 茨城県 17年度

15

公立 国際教養大学大学院
グローバル・コミュニケーション実践
研究科

グローバル・コミュニケーション実践
専攻

英語教育修士（専門職）
日本語教育修士（専門職）
発信力実践修士（専門職）

30 秋田県 20年度

情報アーキテクチャ専攻 情報システム学修士（専門職） 50 東京都 18年度

創造技術専攻 創造技術修士（専門職） 50 東京都 20年度

公立 兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科 緑環境景観マネジメント専攻 緑環境景観マネジメント修士（専門職） 20 兵庫県 21年度

150

私立 天使大学大学院 助産研究科 助産専攻 助産修士（専門職） 40 北海道 16年度

私立 慶應義塾大学大学院 法務研究科 グローバル法務専攻 グローバル法務修士（専門職） 30 東京都 29年度

私立 社会情報大学院大学 広報・情報研究科 広報・情報専攻 広報・情報学修士（専門職） 40 東京都 29年度

私立 日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科 福祉マネジメント専攻 福祉マネジメント修士（専門職） 60 東京都 16年度

私立 ハリウッド大学院大学 ビューティビジネス研究科 ビューティビジネス専攻 ビューティビジネス修士（専門職） 30 東京都 20年度

ファッションクリエイション専攻 ファッションクリエイション修士（専門職） 50 東京都 18年度

ファッションマネジメント専攻 ファッションマネジメント修士（専門職） 30 東京都 18年度

私立 星槎大学大学院 教育実践研究科 教育実践専攻 教育修士（専門職） 15 神奈川県 29年度

私立 京都情報大学院大学 応用情報技術研究科 ウェブビジネス技術専攻 情報技術修士（専門職） 240 京都府 16年度

私立 大阪工業大学大学院 知的財産研究科 知的財産専攻 知的財産修士（専門職） 30 大阪府 17年度

私立 神戸情報大学院大学 情報技術研究科 情報システム専攻 情報システム修士（専門職） 55 兵庫県 17年度

620

株立 デジタルハリウッド大学大学院 デジタルコンテンツ研究科 デジタルコンテンツ専攻 デジタルコンテンツマネジメント修士（専門職） 80 東京都 16年度

80

865

4,797

公立

私立

小計：公立３大学　４専攻

合計：６大学　６専攻

小計：国立１大学　１専攻

産業技術大学院大学 産業技術研究科

合計：５７大学　７７専攻

小計：私立２大学　２専攻

合計：７大学　７専攻

小計：国立５大学　５専攻

計：１５大学　１７専攻

小計：株式会社立１大学　１専攻

文化ファッション大学院大学 ファッションビジネス研究科

小計：私立１０大学　１１専攻

小計：国立３大学　３専攻

合計：５大学　５専攻

小計：私立４大学　４専攻

小計：国立２大学　２専攻

小計：私立２大学　２専攻
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【法科大学院】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 北海道大学大学院 法学研究科 法律実務専攻 法務博士（専門職） 50  北海道 16年度

国立 東北大学大学院 法学研究科 総合法制専攻 法務博士（専門職） 50  宮城県 16年度

国立 筑波大学大学院 ﾋﾞｼﾞﾈｽ科学研究科 法曹専攻 法務博士（専門職） 36  東京都 17年度

国立 千葉大学大学院 専門法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 40  千葉県 16年度

国立 東京大学大学院 法学政治学研究科 法曹養成専攻 法務博士（専門職） 230  東京都 16年度

国立 一橋大学大学院 法学研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 85  東京都 16年度

国立 横浜国立大学大学院 国際社会科学府 法曹実務専攻 法務博士（専門職） 25  神奈川県 16年度

国立 金沢大学大学院 法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 15  石川県 16年度

国立 名古屋大学大学院 法学研究科 実務法曹養成専攻 法務博士（専門職） 50  愛知県 16年度

国立 京都大学大学院 法学研究科 法曹養成専攻 法務博士（専門職） 160  京都府 16年度

国立 大阪大学大学院 高等司法研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 80  大阪府 16年度

国立 神戸大学大学院 法学研究科 実務法律専攻 法務博士（専門職） 80  兵庫県 16年度

国立 岡山大学大学院 法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 24  岡山県 16年度

国立 広島大学大学院 法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 20  広島県 16年度

国立 九州大学大学院 法務学府 実務法学専攻 法務博士（専門職） 45  福岡県 16年度

国立 琉球大学大学院 法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 16  沖縄県 16年度

1,006

公立 首都大学東京大学院 社会科学研究科 法曹養成専攻 法務博士（専門職） 52  東京都 16年度

公立 大阪市立大学大学院 法学研究科 法曹養成専攻 法務博士（専門職） 30  大阪府 16年度

82

私立 北海学園大学大学院 法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 18※ 北海道 17年度

私立 青山学院大学大学院 法務研究科      法務専攻　       法務博士（専門職） 18※ 東京都 16年度

私立 学習院大学大学院 法務研究科　　　  法務専攻　　　　  法務博士（専門職） 30 東京都 16年度

私立 慶應義塾大学大学院 法務研究科　　　　  法務専攻　　　　  法務博士（専門職） 220 東京都 16年度

私立 駒澤大学大学院 法曹養成研究科  法曹養成専攻   法務博士（専門職） 36 東京都 16年度

私立 上智大学大学院 法学研究科　　　　　 法曹養成専攻　　　　　 法務博士（専門職） 40 東京都 16年度

私立 専修大学大学院 法務研究科 法務専攻 法務博士（専門職） 28 東京都 16年度

私立 創価大学大学院 法務研究科                法務専攻                 法務博士（専門職） 28 東京都 16年度

私立 中央大学大学院 法務研究科           法務専攻            法務博士（専門職） 240 東京都 16年度

私立 日本大学大学院 法務研究科            法務専攻            法務博士（専門職） 60 東京都 16年度

私立 法政大学大学院 法務研究科         法務専攻            法務博士（専門職） 30 東京都 16年度

私立 明治大学大学院 法務研究科          法務専攻            法務博士（専門職） 120 東京都 16年度

私立 立教大学大学院 法務研究科　　　　　　 法務専攻            法務博士（専門職） 40※ 東京都 16年度

私立 早稲田大学大学院 法務研究科　　　　　 法務専攻            法務博士（専門職） 200 東京都 16年度

私立 桐蔭横浜大学大学院 法務研究科               法務専攻               法務博士（専門職） 30※ 神奈川県 16年度

私立 愛知大学大学院 法務研究科　　           法務専攻               法務博士（専門職） 20 愛知県 16年度

私立 南山大学大学院 法務研究科　　　 　　　 法務専攻               法務博士（専門職） 20 愛知県 16年度

私立 同志社大学大学院 司法研究科             法務専攻               法務博士（専門職） 70 京都府 16年度

私立 立命館大学大学院 法務研究科　　　　　 法曹養成専攻　　　　　 法務博士（専門職） 70 京都府 16年度

私立 関西大学大学院 法務研究科    法曹養成専攻    法務博士（専門職） 40 大阪府 16年度

私立 近畿大学大学院 法務研究科        法務専攻          法務博士（専門職） 30 大阪府 16年度

私立 関西学院大学大学院 司法研究科　 　　 法務専攻          法務博士（専門職） 30 兵庫県 16年度

私立 甲南大学大学院 法学研究科　　　　　 法務専攻          法務博士（専門職） 20 兵庫県 16年度

私立 西南学院大学大学院 法務研究科     法曹養成専攻  　     法務博士（専門職） 20 福岡県 16年度

私立 福岡大学大学院 法曹実務研究科　 法務専攻　 法務博士（専門職） 20 福岡県 16年度

1,478

2,566

小計：国立１６大学　１６専攻

小計：公立２大学　２専攻

法科大学院合計：４３大学　４３専攻

小計：私立２５大学　２５専攻
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【教職大学院】

区分 大学院名 研究科名 専攻名 学位名称 入学定員 位置 開設年度

国立 北海道教育大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 45 北海道 20年度

国立 弘前大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 16 青森県 29年度

国立 岩手大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 16 岩手県 28年度

国立 宮城教育大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 32 宮城県 20年度

国立 秋田大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 秋田県 28年度

国立 山形大学大学院 教育実践研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 山形県 21年度

国立 福島大学大学院 人間発達文化研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 16 福島県 29年度

国立 茨城大学大学院 教育学研究科 教職実践高度化専攻 教職修士（専門職） 15 茨城県 28年度

国立 宇都宮大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 15 栃木県 27年度

国立 群馬大学大学院 教育学研究科 教職リーダー専攻 教職修士（専門職） 16 群馬県 20年度

国立 埼玉大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 埼玉県 28年度

国立 千葉大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 千葉県 28年度

国立 東京学芸大学大学院 教育学研究科 教育実践創成専攻 教職修士（専門職） 40 東京都 20年度

国立 横浜国立大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 15 神奈川 29年度

国立 新潟大学大学院 教育学研究科 教育実践開発専攻 教職修士（専門職） 15 新潟県 28年度

国立 上越教育大学大学院 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 60 新潟県 20年度

国立 富山大学大学院 教職実践開発研究科 教育実践開発専攻 教職修士（専門職） 14 富山県 28年度

国立 金沢大学大学院 教職実践研究科 教職実践高度化専攻 教職修士（専門職） 15 石川県 28年度

国立 福井大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 教職修士（専門職） 37 福井県 20年度

国立 山梨大学大学院 教育学研究科 教育実践創成専攻 教職修士（専門職） 14 山梨県 22年度

国立 信州大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 長野県 28年度

国立 岐阜大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 教職修士（専門職） 25 岐阜県 20年度

国立 静岡大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 20 静岡県 21年度

国立 愛知教育大学大学院 教育実践研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 50 愛知県 20年度

国立 三重大学大学院 教育学研究科 教職実践高度化専攻 教職修士（専門職） 14 三重県 29年度

国立 滋賀大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 滋賀県 29年度

国立 京都教育大学大学院 連合教職実践研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 60 京都府 20年度

国立 大阪教育大学大学院 連合教職実践研究科 高度教職開発専攻 教職修士（専門職） 30 大阪府 27年度

国立 兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 100 兵庫県 20年度

国立 奈良教育大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 教職修士（専門職） 25 奈良県 20年度

国立 和歌山大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 教職修士（専門職） 15 和歌山県 28年度

国立 島根大学大学院 教育学研究科 教育実践開発専攻 教職修士（専門職） 17 島根県 28年度

国立 岡山大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 20 岡山県 20年度

国立 広島大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 教職修士（専門職） 20 広島県 28年度

国立 山口大学大学院 教育学研究科 教職実践高度化専攻 教職修士（専門職） 14 山口県 28年度

国立 鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 高度学校教育実践専攻 教職修士（専門職） 50 徳島県 20年度

国立 香川大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 14 香川県 28年度

国立 愛媛大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 15 愛媛県 28年度

国立 福岡教育大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 40 福岡県 21年度

国立 佐賀大学大学院 学校教育学研究科 教育実践探究専攻 教職修士（専門職） 20 佐賀県 28年度

国立 長崎大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 38 長崎県 20年度

国立 熊本大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 教職修士（専門職） 15 熊本県 29年度

国立 大分大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 教職修士（専門職） 10 大分県 28年度

国立 宮崎大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 教職修士（専門職） 28 宮崎県 20年度

国立 鹿児島大学大学院 教育学研究科 学校教育実践高度化専攻 教職修士（専門職） 16 鹿児島県 29年度

国立 琉球大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 14 沖縄県 28年度

1,171

私立 聖徳大学大学院 教職研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 15 千葉県 21年度

私立 創価大学大学院 教職研究科 教職専攻 教職修士（専門職） 25 東京都 20年度

私立 玉川大学大学院 教育学研究科 教職専攻 教職修士（専門職） 20 東京都 20年度

私立 帝京大学大学院 教職研究科 教職実践専攻 教職修士（専門職） 30 東京都 21年度

私立 早稲田大学大学院 教職研究科 高度教職実践専攻 教職修士（専門職） 60 東京都 20年度

私立 常葉大学大学院 初等教育高度実践研究科 初等教育高度実践専攻 教職修士（専門職） 20 静岡県 20年度

私立 立命館大学大学院 教職研究科 実践教育専攻 教職修士（専門職） 35 京都府 29年度

205

1,376

8,739

注：平成29年4月からの募集停止を表明している大学は除く

※平成30年4月以降に募集停止を表明している大学

教職大学院合計：５３大学　５３専攻

全分野総計：１２２大学　１７３専攻

小計：国立４６大学　４６専攻

小計：私立７大学　７専攻
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